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阿見台
藤山　英夫

中郷西
村山　保雄

阿見中
地区

23 行政区

➡

中央西
清水　良祐

中央東
大谷　隆義

西方
蛯原　一義

宿
湯原　恒良

北
湯原　忠弘

西郷
宮本　勝雄

一区南
平賀　訓

三区下
宮﨑　茂夫

三区上
松本　功志

鈴木
野呂　薫

中央北
糸賀　忠

中央南
鴻巣　道明

中吉原
宮﨑　太一

上吉原
金子　彰於

大砂
川﨑　敏

富士団地
山口　道子

上郷
相澤　和夫

一区北
中島　正晴

二区北
櫛田　晴道

住吉
田村　敏博

福田
山中　照嗣

上本郷
滝本　重貞

新山
長澤　文男

下吉原
青山　茂夫

シンワ
池田　弘

本郷
矢口　禎夫

朝日中
地区

15 行政区

➡

下本郷
柏崎　久雄

一区
藤平　勇雄

二区南
寺島　郁雄

紹介します！
平成 24 年度の

区長さん
行政区・氏名（敬称略）

くちょうしょうかい
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曙南
大﨑　顯二

上条
髙木　綾夫

上長
大久保　久夫

下小池
福岡　賢治

上小池
大澤　清

寺子
山口　修

実穀
齋藤　十郎

中根
島田　和信

青宿
小倉　努

立ノ越
北澤　孝雄

中郷東
川﨑　明弘

岡崎
野口　守

筑見
山口　善克

曙東
大平　修三

白鷺団地
畠山　春雄

大室
青山　政明

霞台
谷川　良一

廻戸
玉木　栄三

新町
吉田　俊一

塙
舘野　輝男

石川
糸賀　和夫

大形
渡辺　仁

君島
戸之岡　佑一

レイクサイドタウン
青山　秀雄

竹来中
地区

28 行政区

➡

下島津
平岡　正男

上島津
圓城　克彦

追原
飯田　孝

南平台三丁目
植田　豊

南平台二丁目
長尾　和博

南平台一丁目
安藤　尊道

竹来
吉田　清

掛馬
栁生　和男

南島津
臼田　計律

3　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

くちょうしょうかい

●町民と町行政とのパイプ役として働いてくださる皆さんです

飯倉
小泉　治久

飯倉二区
塚本　治



いりょうふくし

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

医療
福祉

妊産婦の

医療福祉費（マル福）制度

■
手
続
き
方
法

▼
母
子
健
康
手
帳
▼
健
康
保
険

証
（
健
康
保
険
の
資
格
の
わ
か

る
証
明
書
で
も
可
）▼
印
鑑
▼

妊
産
婦
本
人
名
義
の
金
融
機
関

の
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の

（
預
金
通
帳
な
ど
）▼
転
入
し
た

人
は
、
本
人
お
よ
び
配
偶
者
等

そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
の
わ
か
る
証

明
書
（『
総
所
得
・
扶
養
人
数
・

所
得
控
除
』
の
記
載
さ
れ
た
も

の
）
ー
を
持
参
し
、
国
保
年

金
課
窓
口
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
該
当
と
な
る
場
合
に
は
受

給
者
証
を
交
付
し
ま
す

※
所
得
の
わ
か
る
証
明
書
は
、
母

子
健
康
手
帳
の
交
付
日
に
よ
っ

て
必
要
な
年
度
が
異
な
り
ま
す

の
で
、
担
当
係
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い

■
医
療
機
関
等
へ
の
か
か

り
方

▼
県
内
の
産
婦
人
科
の
医
療
機
関

等
を
受
診
す
る
場
合
：
健
康
保

険
証
と
受
給
者
証
を
提
示
し
、

マ
ル
福
の
自
己
負
担
金
を
支
払

っ
て
く
だ
さ
い

※
妊
娠
の
継
続
と
安
全
な
出
産
の

た
め
、
産
婦
人
科
以
外
の
診
療

科
等
で
の
検
査
・
診
断
・
治
療
を

要
す
る
場
合
は
、
産
婦
人
科
医

療
機
関
か
ら
の
紹
介
が
あ
れ
ば

妊
産
婦
マ
ル
福
制
度
と
は
、

町
に
住
所
が
あ
り
、
各
種

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
妊
産

婦
の
人
で
、
所
得
が
基
準
額
未
満

（
左
表
参
照
）
の
人
に
対
し
、
保

険
診
療
と
な
る
医
療
費
（
※
）
を

助
成
す
る
制
度
で
す
。
な
お
、
妊

婦
健
診
な
ど
の
保
険
診
療
以
外
の

も
の
や
入
院
時
の
食
事
代
（
標
準

負
担
額
）
は
、
マ
ル
福
の
助
成
対

象
と
な
り
ま
せ
ん
。

※
柔
道
整
復
師
等
に
よ
る
各
種
健

康
保
険
の
適
用
と
な
る
施
術
も

含
み
ま
す

受
給
者
証
を
使
用
で
き
ま
す

●
マ
ル
福
の
自
己
負
担
金
：
医
療
機

関
ご
と
に
▼
外
来
1
回
6
0
0

円
、
月
2
回
1
2
0
0
円
ま
で

▼
入
院
1
日
3
0
0
円
、
月

3
0
0
0
円
ま
で
▼
保
険
薬
局

で
の
調
剤
は
自
己
負
担
な
し

▼
県
内
の
産
婦
人
科
以
外
の
医
療

機
関
等
お
よ
び
県
外
の
医
療
機

関
等
を
受
診
す
る
場
合
：
受
給

者
証
は
、
県
内
の
産
婦
人
科
以

外
の
医
療
機
関
等
お
よ
び
県
外

の
医
療
機
関
等
を
受
診
す
る
場

合
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

た
め
、
一
部
負
担
金
（
3
割
）

を
支
払
っ
た
後
、
▼
受
給
者
証

▼
健
康
保
険
証
（
健
康
保
険
の

資
格
の
わ
か
る
証
明
書
で
も

可
）
▼
領
収
書
（
原
本
に
受
診

者
の
氏
名
・
診
療
点
数
の
記
載

の
あ
る
も
の
。
コ
ピ
ー
不
可
）

▼
診
療
明
細
書
ま
た
は
調
剤
明

細
書
▼
印
鑑
ー
を
持
参
し
、

国
保
年
金
課
窓
口
で
医
療
福
祉

費
の
支
給
の
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。
後
日
、
お
支
払
い
い
た

だ
い
た
一
部
負
担
金
か
ら
マ
ル

福
の
自
己
負
担
金
を
除
い
た
額

を
口
座
に
振
り
込
み
ま
す

※
健
康
保
険
組
合
等
か
ら
の
療
養

費
給
付
証
明
書
ま
た
は
療
養
費

支
給
決
定
通
知
書
等
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す

■
利
用
で
き
る
期
間

母
子
健
康
手
帳
の
交
付
月
の
初

日
か
ら
出
産
月
の
翌
月
末
日
ま

で
※
申
請
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合

は
、
申
請
し
た
月
の
初
日
か
ら

マ
ル
福
に
該
当
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
母
子
健
康
手
帳
を

交
付
さ
れ
た
と
き
は
、
早
急
に

マ
ル
福
の
申
請
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い

▼妊産婦マル福の所得の基準額
扶養親族数 本人および配偶者 扶養義務者
0人 393 万円

1,000 万円
1人 423 万円
2人 453 万円

3人以上 以下、扶養親族 1人
ごとに 30万円加算

所得から控除
されるもの

8 万円定額控除（社会
保険料相当額）・医療費
控除など

青色白色専従者控除・
譲渡所得特別控除

※妊産婦本人および配偶者のどちらかの高い方の所得で判定し
ます（合算はしません）

医療福祉費受給者証の更新について
重度障害の人、ひとり親家庭の人の医療福祉費受給者証を現在使用し
ている人は、6月 30 日までで使用できなくなります。7月以降も引き
続き該当となる人には、新しい受給者証を 6月下旬に郵送します。
ただし、転入等で所得の確認ができない人や保険証の確認ができない
人は、国保年金課窓口で手続きが必要となります。なお、所得制限によ
り非該当となる人にはその旨通知を郵送します。
●問合せ　国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）
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後期高齢者医療制度の
保険料率が改定

国保年金課後期高齢医療福祉係☎888ー1111（134・135）

こうきこうれいしゃいりょうせいど

5　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等が次の場合 軽減割合

33 万円を超えない世帯で、被保険者全員が年金収入 80
万円以下の世帯　※その他各種所得がない場合

9 割

33 万円を超えない世帯 8.5 割

33 万円＋「24万 5 千円×世帯の被保険者数（被保険
者である世帯主を除く）」を超えない世帯

5 割

33 万円＋「35万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 2 割

※収入が公的年金のみの人は、年金収入額から公的年金控除（年金
収入額が 330 万円以下は 120 万円）を差し引き、65 歳以上の
人は、さらに高齢者特別控除（15万円）を差し引いて判定します

均等割額 所得割額

保険料（年額）
(100円未満切捨て)＝

定額
39,500 円 ＋

所得から計算
（総所得金額等※	－ 33万円）

× 8.0％

賦課限度額（年額） = 55 万円
（どんなに所得の高い人でも保険料の上限は年額 55万円です）

※総所得金額等とは、『年金収入－公的年金控除』・『給与収入－給与所
得控除』・『事業収入－必要経費』等で、各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額（土地・建物や株式等の
譲渡所得などで特別控除後の額）も総所得金額等に含まれます

▼表 1：保険料（年額）

平成 24・25 年度 平成 22・23 年度

保険料
均等割額 39,500 円 37,462 円

所得割率 8.0％ 7.6%

保険料の賦課限度額（上限額） 55 万円 50万円

県後期高齢者医療広域連合において、後期高齢者医療制度の平成 24
年度および平成 25 年度の保険料率が改定されました（表 1参照）。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
の
納
め
方
は
、
▼
特
別
徴
収
：

年
金
か
ら
引
か
れ
る
方
法
▼
普
通

徴
収
：
納
付
書
や
口
座
振
替
に
よ

り
納
め
る
方
法
ー
の
2
通
り
が

あ
り
ま
す
。

原
則
と
し
て
特
別
徴
収
と
な
り

ま
す
が
、
次
に
該
当
す
る
人
は
普

通
徴
収
と
な
り
ま
す
。

▼
介
護
保
険
料
と
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
の
保
険
料
の
1
回
あ
た

り
の
合
計
が
、
1
回
あ
た
り
の

年
金
支
給
額
の
2
分
の
1
を
超

え
る
人

▼
受
給
し
て
い
る
年
金
が
年
額

18
万
円
未
満
の
人

▼
年
度
途
中
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
人

※
年
金
支
給
額
と
は
、
受
け
取
り

に
な
っ
て
い
る
年
金
総
額
で
は

な
く
、
介
護
保
険
料
が
引
き
落

と
さ
れ
て
い
る
年
金
の
支
給
額

で
す

※
複
数
の
年
金
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
優
先
順
位
の
高
い
年
金

が
特
別
徴
収
対
象
年
金
に
な
り

ま
す
。
例
え
ば
、
厚
生
年
金
と

共
済
年
金
を
受
給
し
て
い
る
場

合
、
厚
生
年
金
が
優
先
順
位
の

高
い
年
金
に
な
り
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
は
、
2
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
、
介
護
保
険
と
同
様
に
個
人
ご

と
に
算
定
し
て
、定
額
の『
均
等
割
』

と
所
得
に
応
じ
て
計
算
さ
れ
る『
所

得
割
』の
合
計
と
な
り
ま
す
。

■
均
等
割
軽
減

『
世
帯
内
の
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
全
員
と
世
帯
主

の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
』
が

表
2
に
該
当
す
る
場
合
は
、
保
険

料
の
均
等
割
部
分
が
軽
減
さ
れ
ま

す
。

※
軽
減
判
定
の
注
意
：
世
帯
主
が
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
で
な
い
場
合
も
、
世
帯
主
の

総
所
得
金
額
等
は
軽
減
判
定
の

対
象
に
な
り
ま
す

■
所
得
割
軽
減

基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等

が
58
万
円
以
下
の
人
は
、
所
得
割

額
が
5
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。

■
被
扶
養
で
あ
っ
た
人
の

軽
減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
加
入

日
の
前
日
に
お
い
て
、
被
用
者
保

険
（
全
国
健
康
保
険
協
会
・
旧
政

府
管
掌
・
組
合
保
険
・
船
員
保
険
・

共
済
組
合
）
の
被
扶
養
で
あ
っ
た

人
は
、
均
等
割
額
が
9
割
軽
減
さ

れ
、
所
得
割
額
の
負
担
は
あ
り
ま

せ
ん
。

※
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保

険
組
合
の
加
入
者
で
あ
っ
た
人

は
該
当
し
ま
せ
ん

保
険
料
の
軽
減
措
置

保
険
料
の
納
め
方

▼表 2：均等割額の軽減



世
帯
主
（
納
税
義
務
者
）
が
、

役
場
国
保
年
金
課
窓
口
で
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
申
請
に
必
要
な
も
の
：
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
、
印
鑑

年
未
満
更
新
明
示
な
し
）

31
・
事
業
主
か
ら
の
働
き
か
け
に

よ
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
自

己
都
合
退
職

32
・
事
業
所
移
転
に
伴
う
正
当
な

理
由
の
あ
る
自
己
都
合
退
職

33
・
正
当
な
理
由
の
あ
る
自
己
都

合
退
職
（
31
・
32
・
34
以
外
）

34
・
特
定
の
正
当
な
理
由
の
あ
る

自
己
都
合
退
職
（
被
保
険
者
期

間
6
か
月
以
上
12
か
月
未
満
）

※
左
記
の
受
給
資
格
者
証
で
は
軽

減
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い

①
特
例
受
給
資
格
者
証　

季
節
的

に
雇
用
さ
れ
る
ま
た
は
短
期
の

雇
用
に
就
く
こ
と
を
常
態
と
す

る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
の

人
へ
交
付
さ
れ
ま
す

②
高
年
齢
受
給
資
格
者
証　

65
歳

到
達
日
以
後
に
離
職
さ
れ
た
人

へ
交
付
さ
れ
ま
す

『
離
職
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
』

か
ら
『
そ
の
月
の
属
す
る
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みんなでささえ愛…こくほ

町国保加入者の人間ドック
▼対象　次のすべてを満たす町国保加入者▼助成申請時に国民健康保険税の未納がな
い世帯に属する▼助成申請時に満 30～ 74歳（脳ドックは満 40～ 74歳）
※助成は、人間ドック・脳ドックのいずれかに限り、年度内 1人 1回に限ります
※脳ドックは、前年度に脳ドックの助成を受けた人は対象になりません
※現在治療中・妊娠中の人は、医師に相談のうえ、お申し込みください
※人間（脳）ドックを受診する人は、町の集団検診で特定健康診査を受診する必要は
ありません。町の集団健診で特定健康診査を受診すると、人間（脳）ドックの助成が
受けられなくなりますのでご注意ください。なお、ドックに含まれていない検査は
町の集団健診等で受診できます
▼助成額	 ▼人間ドック：23,000 円▼脳ドック：30,000 円
▼実施検診機関	 ▼霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター（東京医大）☎887ー4563
▼筑波メディカルつくば総合健診センター☎856ー3500 ▼牛久愛和病院総合健診セ
ンター☎873ー4334 ▼土浦協同病院農村健康管理センター（人間ドックのみ）☎
826ー3221 ▼つくばセントラル病院（健診センター）☎874ー7985

▼申込期間	 平成 25年 2月 28日まで（土・日・祝日を除く）
▼申込方法	 実施検診機関に予約後、本人が保険証を持参のうえ、直接国保年金課また
はうずら出張所に申し込む（随時受付。同一世帯の場合は代理申請可。電話申し込み
不可）。決定後『助成決定通知書』を交付（うずら出張所で申請の場合は後日郵送）
▼受診可能期間	 平成 25 年 3月 31日まで。希望日での受診が可能（検診機関の予約
状況による）

国
民
健
康
保
険
税
は
前
年
の
所

得
な
ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す

が
、
軽
減
対
象
者
の
前
年
の
給
与

所
得
を
『
30
／
1
0
0
』
と
み
な

し
て
算
定
を
行
い
ま
す
。

対
象

軽
減
期
間

申
請
方
法

軽
減
額

事業主の都合による離職や

雇い止めなどによる離職をされた人は

国保税が軽減されます
※申請が必要です

国保税　納めて安心　わが家の健康
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国保
お問い合わせは…
国保年金課国保係
☎888 ー 1111（131 ～

133）



かていてきほいくじぎょう

7　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

家庭的保育事業
の取り組み

児童福祉課☎888ー1111（167・168）

■家庭的保育事業の実施
町では、保育所入所待機児童の解消および多様化する保育ニーズに対応するために、平成 25年 4月から家
庭的保育事業を開始する予定です。家庭的保育事業とは、家庭的保育者が保育者の自宅など家庭的な雰囲気の
中で、少人数の乳幼児をお預かりする事業です。

▼対象児童　保護者の就労などにより保育に欠ける、生後 6か月から 3歳未満の乳幼児

扶養親族数 所得額
0 人 6,220,000 円
1 人 6,600,000 円
2 人 6,980,000 円
3 人 7,360,000 円
4 人 7,740,000 円

■所得制限
平成 24 年 6月分以降は、所得制限が導入されます。受給者の
所得が制限限度額以上の場合、手当月額は児童の年齢に関係なく
5,000 円となります。
扶養親族数が 1人増えるごとに 38万円をプラス。配偶者・同居
家族の所得は合算しません。

■家庭的保育者の募集
町では、上記の家庭的保育事業を実施するにあたり、家庭的保育者を募集します。募集期間は 7月 1日か
ら 7月 31日を予定していますが、詳細については 6月ごろに回覧および町ホームページでお知らせします。
家庭的保育者とは、保育士・看護師・幼稚園教諭およびその他の保育経験者などが、町の実施する研修などを
修了し、町から認定を受けた者です。なお、事業を実施する際は、町と委託契約書を取り交わし、毎月町から
委託料をお支払いします。
▼認定研修スケジュール

9 月
基礎研修（講習約 10日間／ 20.5 時間、実習 2日間）
▼対象：保育士・看護師・幼稚園教諭およびその他一般の人

10 月～ 11 月

認定研修（講習約 20日間／ 40時間、実習 6日間）
▼対象：保育士以外の人
※保育士・看護師・幼稚園教諭以外の人は、上記の研修に加えて 20日間
の実習もあります

■児童手当『現況届』の提出
児童手当を受給している人は、毎年 6月に児童の養育状況などを確認するため、『現況届』を提出していた
だきます。5月分まで手当を受給していた人には、6月上旬に書類を送付しますので、同封の案内をご確認の
うえ提出してください。
『現況届』を提出しない場合、受給資格があっても 6 月分以降の支給が受けられなくなりますので、ご注意

ください。
▼提出期間　6 月 29日（金）まで
▼提出先　　児童福祉課
▼提出書類　▼厚生年金等加入者の場合：健康保険被保険者証の写し

▼平成 24年 1月 2日以降に転入した場合：1月 1日現在の住所地での平成 24年度（平成 23
年分）所得証明書

▼児童と別居している場合：子どもの属する世帯全員が記載された住民票の写し



病気の早期発見・早期治療、さらに生活の質を高めるためのライフスタイル改善のきっかけとして、定期的
に健康診査を受けることが大切です。年に 1回の健康診査を受けて、自分の健康状態を把握することで、健
康的な生活習慣を身につけましょう。

総合健診・住民健診
（集団健診）

申し込みが始まります

そうごうけんしん・じゅうみんけんしん

まずは受診できる健診を確認しましょう！
年齢によって受診できる健康診査が異なります。また、血液検査や尿検査などの一般的な健康診査は、みな
さんが加入している医療保険（国民健康保険・健康保険組合・共済組合など）によって受診方法や検査内容が異
なりますので、受診できる健診内容を下表でご確認ください。

づくり健診』
に申し込みできます

『❶特定健診
（町国保以外）』
に申し込みできます

指定された健診機関
で受診してください

『❶特定健診
（町国保）』

に申し込みできます

『❷後期高齢者
健診』

に申し込みできます

はい いいえ

『成人健康

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 2940 8



町では次の健康診査を行います

じぶんでまもる じぶんのけんこう

今年度医療機関健診や人間ドック・脳ドックを受ける人は、町の集団健診は申し込みできませんのでご注意
ください。ただし、医療機関健診やドックで受けられない健診項目は申し込みできますので、お問い合わせく
ださい。

すべての健診で事前の申し込みが必要です。

20 ～ 39 歳の人

受診できる健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

成人健康づくり健診 20 ～ 39歳

問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機
能検査・血糖検査
※貧血検査は含まれません。ただし、オプション検査
として、健診当日に貧血検査・眼底検査・心電図検査
を申し込むことができます

1,000 円

●対象年齢は平成 25 年 3 月 31 日までの到達年齢

■申込期間
6 月 14 日（木）まで（必着）
※申し込みされた人には、10 月上旬ごろに案内

通知と受診券をお送りします

■申込方法
下記の❶❷いずれかとなります。
❶郵送による申し込み（はがきまたは封書に必要
事項を記入）
▼住所▼氏名▼生年月日（年齢）▼電話番号（必
ず連絡がとれるところ）▼希望の日時（11ペー
ジの『B. 住民健診』からお選びください）

❷総合保健福祉会館『さわやかセンター』来館に
よる申し込み

※電話やファックスによる申し込みはできません

■申込先
〒 300ー0331　阿見町阿見 4671ー1
健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセン
ター』内）

※希望日時がある場合は第 2希望まで記入してく
ださい。記入がない場合、どの日程でも可とみ
なします

※申し込みされた希望日時が希望者多数の場合、
ご希望にそえないこともありますので、ご了承
ください（先着順ではありません）

住　所 阿見町

氏　名

生年月日
（年齢）

昭・平　　　　年　　　月　　　日（　　　歳）

電話番号 　　　　　―

希望の健診 成人健康づくり健診

希望の日時

（❶・❷に希望日をご記入のうえ、午前か
午後に○をつけください）

❶ 第 1希望：　　月　　日（午前・午後）

❷ 第 2希望：　　月　　日（午前・午後）

❸ いつでも可

▲コピーしてご使用ください
郵送時にはがれてしまうことがありますので、はが
きに貼る際には全体にのり付けをしてください。

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 29409



40 歳以上の人

受診できる健診名 対象年齢 検査内容 自己負担額

❶

特定健診
（町国保） 40 ～ 74歳 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機能

検査・血糖検査・貧血検査・眼底検査・心電図検査 1,300 円

特定健診
（町国保以外） ※町の健診会場で受診できない場合があります。必ず 12 ページの問 1 をご覧ください

❷ 後期高齢者健診

※65～74歳で後期高齢者保険証をお持ちの人は『❷後期高齢者健診』にお申し込
みください

75歳の
誕生日以降

問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機能
検査・血糖検査
※高血圧や糖尿病等で受診中の人は、医師にご相談の
うえ受診ください
※オプション検査として貧血検査・眼底検査・心電図検
査のセット検診を希望される人は自己負担額 1,300
円で追加できます。健診当日にお申し込みください

無　料

❸ 胸部レントゲン検診

40 歳以上

胸部レントゲン検査 300円

❹ 胃がん検診 胃のレントゲン検査（バリウム検査） 1,100 円

❺ 大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便 2日分）
※事前に検査キット容器を郵送します 600円

❻ 前立腺（せん）がん検診 50 歳以上 血液検査
※対象：男性のみ 700円

❼ 喀痰（かくたん）検査
40 歳以上の
該当者

喀痰細胞診
※対象：喫煙年数× 1日の本数＝ 600以上の人
※痰を採取する容器は検診当日に配布します。そのた
め、容器は後日指定された日に提出していただきます

800円

❽ 肝炎ウイルス検査 血液検査（B型・C型肝炎ウイルス検査）
※対象：これまでに検査を受けたことがない人 800円

●申込方法（申込締切：6 月 14 日（木）必着）　※電話による受付はできません
❶～❽のすべての健診で事前の申し込みが必要です。5月下旬に、40歳以上の人を対象に、世帯ごとに案

内通知をお送りしましたので、同封の申込用紙に必要事項を記入し、返信用封筒で返送してください。お申し
込みされた人には、後日、受診券等をお送りします。
※平成20年度から健診制度が大きく変更され、法令により健診の周知が義務付けられています。そのため、「町
の健診案内通知は必要ない」とお申し出のあった人にも通知をお送りしていますので、ご了承ください

●対象年齢は平成 25 年 3 月 31 日までの到達年齢（後期高齢者健診は除く）

そうごうけんしん・じゅうみんけんしん

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 2940 10

がん検診の受診率向上を推進するために、大腸がん検診・乳がん検診・子宮がん検診において、特定年齢の人
へ、検診を無料で受診できる無料クーポンおよび検診手帳を 5月中旬に送付しました。また、肝炎ウイルス
検査についても、40歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない特定年齢の人へ、個別勧奨通知を
5月中旬に送付しました。無料で受診できる機会に、ぜひ各種検診の受診をお願いします。
詳細については、送付されたクーポン券および検診手帳などをご確認ください。

検査項目 対象者
（4 月 1 日現在の年齢）

集団健診
医療機関

健診総合健診
住民健診 婦人科検診 消化器検診

大腸がん検診
40 歳・45歳・50歳・55歳・60歳

○ × ○ ×

乳がん検診 × ○ × ○

子宮がん検診 20 歳・25歳・30歳・35歳・40歳 × ○ × ○

肝炎ウイルス検査 40 歳・45歳・50歳・55歳・60歳・
65歳・70歳 ○ × × ○

検診無料クーポン



じぶんでまもる じぶんのけんこう

健診日程の選び方
※総合健診は胃がん検診を受診する人のみとなります。胃がん検診を受けない人は住民健診になります
※希望された日時が希望者多数の場合、ご希望に添そえないこともあります。また、先着順ではありません
のでご了承ください
※消化器検診（胃がん検診・大腸がん検診・腹部超音波検診）をご希望の人は、『広報あみ 9 月号通常版』をご確

認のうえお申し込みください

（健診項目：特定、後期高齢者、胸部レントゲン、胃がん、大腸がん、前立腺がん、喀痰、肝炎ウイルス）

期　日 会　場 受付時間（各日）

9 月 6日（木）

総合保健福祉会館『さわやかセンター』

❶午前 7時 ～ 7時 45分

❷午前 8時 ～ 8時 45分

❸午前 9時 ～ 9時 45分

❹午前 10時 ～ 10時 45分

9月 7日（金）

9月 19日（水）

9月 20日（木）
本郷ふれあいセンター

9月 21日（金）

9月 23日（日）

総合保健福祉会館『さわやかセンター』10月 16日（火）

10 月 17日（水）

10 月 18日（木） かすみ公民館

A. 総合健診 ※受診券は 8 月上旬発送予定

（健診項目：成人健康づくり、特定、後期高齢者、胸部レントゲン、大腸がん、前立腺がん、喀痰、肝炎ウイルス）

期　日 会　場 受付時間（各日）

11 月 6日（火） 総合保健福祉会館『さわやかセンター』

❶午前 9時 45分 ～ 11時

❷午後 1時 30分 ～ 3時

11月 7日（水）
本郷ふれあいセンター

11月 8日（木）

11 月 9日（金） 午前：君原公民館
午後：総合保健福祉会館『さわやかセンター』

11月 28日（水）
総合保健福祉会館『さわやかセンター』

11月 29日（木）

11 月 30日（金） 午前：舟島ふれあいセンター
午後：総合保健福祉会館『さわやかセンター』

12月 4日（火）
かすみ公民館

12月 5日（水）

12 月 6日（木）
総合保健福祉会館『さわやかセンター』

12月 7日（金）

B. 住民健診 ※受診券は 10 月上旬発送予定

胃がん検診を受診しますか

A. 総合健診 の日程から
お選びください

B. 住民健診 の日程から
お選びください

受診する 受診しない

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 294011



健診についてよくあるご質問

問 1 夫の会社の保険（扶養）に入っています。町の集団健診は受けられますか

答	『❸～❽各種がん検診』は、40歳以上の町民の人であればどなたでもお申し込みいただけます。『❶特
定健診』は、加入している医療保険（全国健康保険協会・健康保険組合・共済組合等）によって受診方法
や自己負担額が異なりますので、次の点を医療保険者へご確認ください。
●特定健診の受け方
●受診できる健診会場
→町の集団健診会場で受診できる場合は、5月下旬に送付された申込用紙の『❶特定健診（国保以外）』
にお申し込みください。ただし、健診受診の際は医療保険者が発行した『特定健康診査受診券』がな
いと受診できませんので、健診日当日までに必ず発行してもらってください

問 2 10 月 2 日に 75 歳になります。私は後期高齢者健診に該当するのでしょうか

答	 75 歳の誕生日を迎える前（10月 1日まで）に受診の場合は『❶特定健診』、10月 2日以降に受診の場
合は『❷後期高齢者健診』を受けていただくことになります。健診を希望する日をご確認のうえお申し
込みください。また、日程の都合がつかない場合は、町国保年金課までご連絡ください。

問 4 胃がん検診は受診しませんが、総合健診の日程で申し込みはできますか

答	 住民の皆さんの待ち時間や健診時間を短縮するために各日定員を設けていますので、必ず住民健診にお
申し込みください。早い時期での検診をご希望であれば、13ページ掲載の『医療機関健診』をご利用く
ださい。　※集団健診とは自己負担額が異なります

問 3 私は 50 歳で町の国民健康保険に加入しています。人間ドックまたは脳ドックを受診し
ても町の『特定健診』は受けられますか

答	 ドックの中には『特定健診』の検査項目がすべて含まれていますので、町の『特定健診』は受けられませ
ん。ただし、次の検診はドックに含まれていませんので町の集団健診でお申し込みいただけます。
▼人間ドックに含まれない検診：10 ページの『❻前立腺がん検診』・『❼喀痰検査』
※霞ヶ浦成人病研究事業団健診センターおよび土浦協同病院農村健康管理センターで人間ドックを受
診する場合は『❼喀痰検査』のみ

▼脳ドックに含まれない検診：10 ページの❸～❽

問 5 町の集団健診の日程は都合が悪く受けられません。どこかで受診することはできますか

答	 町が指定する健診機関で個別に受診することができます。ご希望の健診によって受診方法や健診機関が
異なりますので、下記までお問い合わせください。

健診名 お問い合わせ先 電話番号

特定健診（40～ 74歳） 国保年金課　国保係 888ー1111（131 ～ 133）

後期高齢者健診（75歳以上） 国保年金課　後期高齢医療福祉係 888ー1111（134・135）
各種検診（検診によって対象年齢
が異なります）

健康づくり課　健康推進係 888ー2940

※各種検診とはー成人健康づくり健診・胸部レントゲン検診・胃がん検診・大腸がん検診・前立腺が
ん検診・喀痰検査・肝炎ウイルス検査・腹部超音波検診・骨粗しょう症検診・乳がん検診・子宮がん検
診ーになります。詳細は 13ページ（『医療機関健診』）をご覧ください

そうごうけんしん・じゅうみんけんしん

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 2940 12



いりょうきかんけんしん

健診名 対象年齢 検査内容等 自己負担額

成人健康づくり健診 20 ～ 39歳 問診・身体計測・血圧測定・尿検査・血中脂質検査・肝機
能検査・血糖検査 1,500 円

胸部レントゲン検診 40 歳以上 胸部レントゲン検査 500円

喀痰（かくたん）検査
40 歳以上の
該当者

喀痰細胞診
※対象：喫煙年数× 1日の本数＝ 600以上の人 1,100 円

胃がん検診
40 歳以上

胃レントゲン検査（バリウム検査） 3,100 円

大腸がん検診 免疫便潜血検査（検便） 300円

前立腺（せん）がん検診 50 歳以上 血液検査
※対象：男性のみ 1,100 円

肝炎ウイルス検査
（Ｂ型・Ｃ型）

40 歳以上の
該当者

血液検査
※対象：これまでに検査を受けたことがない人 1,100 円

腹部超音波検診 40 歳以上 肝臓・胆のう・すい臓・じん臓・ひ臓の検査 2,400 円

骨粗しょう症検診 25 ～ 65歳 超音波でかかとの骨密度を測定（男女ともに可） 900円

※特定健診・後期高齢者健診の医療機関健診については国保年金課へお問い合わせください
※乳がん検診・子宮がん検診も医療機関健診を実施しています。詳細は健康づくり課へお問い合わせください
※腹部超音波検診の集団健診については、『広報あみ 9月号通常版』の消化器検診の項目をご覧ください

■受診できる健診項目 ●対象年齢は平成 25 年 3 月 31 日までの到達年齢

『医療機関健診』
をご利用ください

早い時期に各種健診を受診したい、町の集団健診の日程では予定が合わないなど、ご自身の都合に合わせて
健診をご希望の人は『医療機関健診』をご利用ください。健康管理のためには年 1回の健診を受けて、経年的
に健康状態をみていくことが大切です。なお、集団健診とは自己負担額が異なりますので、ご注意ください。

■申込方法
健康づくり課（総合保健福祉会館『さわやかセンター』内）の窓口で受診券を発行しますので、直接来館してお申

し込みください。お電話による申し込みはできません。ただし、次の人はお申し込みできませんのでご注意ください。
▼今年度、すでに人間ドックや脳ドックを受診した人または受診予定の人
▼町の集団健診を受診予定の人
※ドックや集団健診で受診しない項目はお申し込みできますので、お問い合わせください

■自己負担額の免除について
次に該当する人は町が実施する健診は無料になりますの
で、健診時に手帳等の証明できるものをご提示ください。
▼身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が
1級または 2級の人
▼精神障害者保健福祉手帳で法律施行令第 6条第 3項に規
定する障害等級 1級の人
▼重度の知的障害とされた人（療育手帳でⒶまたはAの人）
▼生活保護受給者

■受診できる医療機関
霞ヶ浦成人病研究事業団健診センター

（東京医科大学茨城医療センター敷地内）

■受付・健診期間
平成 25年 2月 28日まで

■受診可能な期間
受診券発行日から 3か月間
※最終受診日は平成 25 年 2月 28 日
となります

申込・問い合わせ　健康づくり課（総合保健福祉会館内）　　　　　　　　　　　　　　　☎888 − 294013



よぼうせっしゅ

問い合わせ　健康づくり課保健予防係（総合保健福祉会館内）☎888 − 2940 14

麻しん風しん混合・
　日本脳炎予防接種

はお済みですか？

数
日
す
る
と
発
し
ん
が
出
ま
す
。

主
な
合
併
症
に
は
気
管
支
炎
・
肺

炎
・
中
耳
炎
・
脳
炎
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
麻
し
ん
に
か
か
っ
た
人
は

数
千
人
に
1
人
の
割
合
で
死
亡
し

ま
す
。

▼
風
し
ん

飛
沫ま

つ

感
染
し
、
潜
伏
期
間
が
2

～
3
週
間
と
長
い
の
で
気
づ
か
ず

に
う
つ
し
て
し
ま
い
ま
す
。
風
邪

症
状
に
始
ま
り
、
熱
・
発
し
ん
・
後

頸け
い

部
リ
ン
パ
節
腫し

ゅ
ち
ょ
う脹

が
み
ら
れ
ま

す
が
、
3
日
ほ
ど
で
治
り
ま
す
。

合
併
症
は
血
小
板
減
少
性
紫
斑

病
・
脳
炎
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
大

人
に
な
っ
て
か
ら
か
か
る
と
重
症

に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
妊
婦
が
感

染
す
る
と
、
心
臓
病
・
白
内
障
・
聴

力
障
害
な
ど
を
も
つ
子
ど
も
が
生

ま
れ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
。

●
2
回
目
の
予
防
接
種
は
な
ぜ
必

要
？

過
去
に
『
麻
し
ん
』『
風
し
ん
』

の
予
防
接
種
を
受
け
て
い
る
人
も

そ
れ
だ
け
で
は
免
疫
が
十
分
に
維

持
で
き
ず
、
免
疫
が
下
が
っ
た
時

期
に
集
団
発
生
が
起
き
ま
す
。
そ

こ
で
、
対
象
時
期
に
も
う
一
度
接

種
す
る
こ
と
で
、
免
疫
を
長
く
維

持
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

り
、
重
症
化
し
や
す
い
成
長
し
て

か
ら
の
感
染
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
予

防
接
種

こ
れ
ま
で
『
麻
し
ん
』『
風
し
ん
』

と
単
独
で
受
け
て
い
た
予
防
接
種

が
、
平
成
18
年
度
か
ら
麻
し
ん
風

し
ん
混
合
ワ
ク
チ
ン
を
用
い
た
2

回
接
種
と
な
り
、
1
期
（
1
歳
～

2
歳
未
満
）
と
2
期
（
年
長
児
）
に

接
種
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
こ
の
時
期
以
前
に
1
回

し
か
接
種
を
受
け
て
い
な
い
年
代

の
人
に
も
2
回
目
の
接
種
を
行
う

た
め
、
平
成
20
年
度
か
ら
平
成
24

年
度
ま
で
の
5
年
間
、
3
期
（
中

学
校
1
年
生
相
当
年
齢
）
お
よ
び

4
期
（
高
校
3
年
生
相
当
年
齢
）

に
接
種
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。3

期
の
対
象
者
で
私
立
中
学
校

に
在
学
の
人
と
、
4
期
の
対
象
者

に
は
、
す
で
に
ご
案
内
を
お
送
り

し
て
い
ま
す
。
町
内
の
中
学
校
で

集
団
接
種
が
で
き
な
か
っ
た
人
や

ま
だ
接
種
が
お
済
み
で
な
い
人

は
、『
麻
し
ん
風
し
ん
混
合
予
防

接
種
予
診
票
』
を
記
入
の
う
え
、

協
力
医
療
機
関
に
お
い
て
接
種
を

受
け
て
く
だ
さ
い
。

●
『
麻
し
ん
』
や
『
風
し
ん
』
に
か

か
る
と
こ
う
な
り
ま
す

▼
麻
し
ん

感
染
力
が
強
く
空
気
感
染
を
し

ま
す
。38
～
40
℃
の
高
熱
が
出
て
、

●
今
年
度
対
象
者
の
接
種
期
間

▼
1
期
：
1
歳
～
2
歳
未
満
の
1

年
間
で
す
。
1
歳
を
過
ぎ
た
ら

な
る
べ
く
早
め
に
接
種
し
ま

し
ょ
う

▼
2
期
：
年
長
児
の
1
年
間
で
す
。

秋
の
就
学
時
健
診
前
に
接
種
を

済
ま
せ
ま
し
ょ
う
（
平
成
25
年

3
月
31
日
ま
で
）

▼
3
期
：
中
学
校
1
年
生
相
当
年

齢（
平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で
）

▼
4
期
：
高
校
3
年
生
相
当
年
齢

（
平
成
25
年
3
月
31
日
ま
で
）

※
春
か
ら
夏
に
か
け
て
流
行
し
ま

す
の
で
、
早
め
に
接
種
し
ま

し
ょ
う

※
接
種
期
間
後
は
、
町
の
公
費
負

担
に
よ
り
無
料
で
接
種
す
る
こ

と
は
で
き
ず
、
全
額
自
己
負
担

（
1
0
3
0
0
円
程
度
）
と
な

り
ま
す
。
予
診
票
を
紛
失
さ
れ

た
人
は
、
母
子
健
康
手
帳
と
印

鑑
を
持
参
の
う
え
、
健
康
づ
く

り
課
で
再
発
行
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い

■
日
本
脳
炎
予
防
接
種

平
成
22
年
4
月
か
ら
日
本
脳
炎

の
予
防
接
種
が
再
開
さ
れ
て
い
ま

す
。
平
成
7
年
6
月
1
日
生
ま
れ

以
降
の
お
子
さ
ん
が
い
る
人
は
、

今
一
度
接
種
状
況
の
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

●
接
種
の
受
け
方

予
防
接
種
を
受
け
る
際
は
、
予

診
票
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
健
康

づ
く
り
課
窓
口
に
お
い
て
発
行
し

ま
す
の
で
、
母
子
健
康
手
帳
と
印

鑑
を
持
参
の
う
え
、
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▼
1
期
追
加
ま
で
（
3
回
分
）
接

種
し
て
い
る
場
合
：
9
歳
以
上

の
お
子
さ
ん
は
2
期
の
接
種
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
1
期
が
終
了
し
て
い
な
い
場

合
：
不
足
し
て
い
る
1
期
分
を

接
種
で
き
ま
す
。
1
期
追
加
接

種
後
、
5
年
後
を
目
安
に
2
期

を
接
種
し
て
く
だ
さ
い

▼日本脳炎予防接種の標準的な受け方
接種年齢 接種回数・間隔

1 期初回 3 歳～ 4歳 6日～ 28日の間隔をおい
て 2回接種

1 期追加 4 歳～ 5歳 1 期初回接種後、おおむ
ね 1年おいて 1回接種

2　期 9 歳～ 13歳未満 1 期追加のおおむね 5年
後に 1回

※平成 7 年 6 月 1 日～平成 19 年 4 月 1 日生まれで、
1期および 2期の接種が終わっていないお子さんは、
20歳未満までの間、接種を受けることができます



▼
平
成
23
年
度
の
運
用
状
況
：
昨

年
度
は
、
25
件
の
公
開
請
求
が

あ
り
ま
し
た
（
左
表
参
照
）

▼
公
開
請
求
の
内
容
：
実
施
機
関

別
の
請
求
内
容
は
、
左
表
の
と

お
り
で
す

問い合わせ　総務課文書法制係 ☎ 888−1111（214）

す
。
そ
の
際
も
、
請
求
者
が
本

人
ま
た
は
法
定
代
理
人
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
ま
す
。
運
転
免

許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
を
提

示
ま
た
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
訂
正
請
求
・
利
用
停
止
の
申

出
：
請
求
者
は
、
開
示
を
受
け

た
自
分
の
個
人
情
報
に
誤
り
が

あ
る
と
き
は
、
町
に
そ
の
訂
正

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
町
の
保
有
す
る
自
分
の

個
人
情
報
が
条
例
に
違
反
し
て

収
集
さ
れ
た
り
、
利
用
さ
れ
た

り
、
保
有
さ
れ
た
り
し
て
い
る

と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
利
用

停
止
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き

ま
す

▼
平
成
23
年
度
の
運
用
状
況
：
昨

年
度
は
、
開
示
請
求
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
訂

正
請
求
・
利
用
停
止
の
申
し
出

も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た

こ
の
制
度
は
、
個
人
の
権
利
利

益
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
皆

さ
ん
が
、
町
が
保
有
し
て
い
る
自

分
の
個
人
情
報
を
閲
覧
し
た
り
、

そ
の
個
人
情
報
に
事
実
の
誤
り
が

あ
る
場
合
に
訂
正
な
ど
を
請
求
し

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み

で
す
。

▼
請
求
が
で
き
る
人
：
自
分
に
関

す
る
個
人
情
報
に
つ
い
て
の
請

求
で
あ
れ
ば
、
ど
な
た
で
も
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
請
求
の
方
法
：
請
求
内
容
に
応

じ
て
、
所
定
の
請
求
書
を
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
そ
の
際
、
本
人
ま
た

は
そ
の
法
定
代
理
人
で
あ
る
こ

と
の
確
認
を
し
ま
す
。
運
転
免

許
証
な
ど
の
身
分
証
明
書
を
提

示
ま
た
は
提
出
し
て
く
だ
さ
い

▼
開
示
請
求
に
対
す
る
決
定
：
請

求
書
を
受
理
し
た
日
の
翌
日
か

ら
14
日
以
内
（
30
日
を
限
度
と

し
て
延
長
す
る
と
き
が
あ
り
ま

す
）
に
決
定
し
、
書
面
で
お
知

ら
せ
し
ま
す

▼
開
示
方
法
：
お
知
ら
せ
し
た
日

時
に
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で

個
人
情
報
の
閲
覧
・
視
聴
・
写
し

の
交
付
を
行
い
、
そ
の
内
容
に

つ
い
て
担
当
者
が
ご
説
明
し
ま

こ
の
制
度
は
、
開
か
れ
た
町
政

の
推
進
と
町
民
の
皆
さ
ん
の
町
政

参
加
の
促
進
を
目
的
に
、
町
が
管

理
し
て
い
る
文
書
の
公
開
を
求
め

る
権
利
を
す
べ
て
の
人
に
保
障
す

る
も
の
で
す
。

▼
請
求
が
で
き
る
人
：
ど
な
た
で

も
請
求
で
き
ま
す

▼
請
求
の
方
法
：
請
求
は
、
情
報

公
開
コ
ー
ナ
ー
（
役
場
2
階
総

務
課
）で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
相
談
に
応
じ
、
請
求

さ
れ
る
情
報
を
特
定
し
た
後
、

請
求
書
に
必
要
事
項
を
記
載
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。
な
お
、
窓

口
に
来
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
郵
送
で
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
請
求
書
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（
下
記
参
照
）
で
取

得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

▼
公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
：
請

求
書
を
受
理
し
た
日
の
翌
日
か

ら
14
日
以
内
（
30
日
を
限
度
と

し
て
延
長
す
る
と
き
が
あ
り
ま

す
）
に
決
定
し
、
書
面
で
お
知

ら
せ
し
ま
す

▼
公
開
方
法
：
お
知
ら
せ
し
た
日

時
に
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー
で

閲
覧
・
視
聴
・
写
し
の
交
付
を
行

い
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
担
当

者
が
ご
説
明
し
ま
す

●情報公開制度
●個人情報保護制度

情
報
公
開
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度

平成 23年度の運用状況を報告します！

じょうほうこうかい・こじんじょうほうほご

実施機関 件数 主な内容

町
　
長

総務部 5 住居表示台帳図、測量等実績調書、ボーリ
ング調査関係書類など

民生部 9 ボーリング調査関係書類など

生活産業部 1 ボーリング調査関係書類

都市整備部 2 ボーリング調査関係書類など

町教育委員会 7 ボーリング調査関係書類、教科用図書選定
関係書類など

消防長 1 ボーリング調査関係書類

公開請求の
決定状況 件数

公　　開 3

一部公開 15

非 公 開 0

不 存 在 7

合　　計 25

請求書のダウンロードは
下記から

http://www.town.ami.ibaraki.
jp/gyosei/application-down.
htm
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みんなでささえ愛…かいごほけん

年をとって体力が落ちたり、思うように体が動かなくなって介護を受けるようになるのは、「仕方ないこと」
ではありません。習慣的に運動を行い、体力や身体の機能低下をできるだけ防ぐことで、図のような好循環が

介護予防で
健康に

介
護

保
険

社会福祉課介護支援係☎ 888ー1111（164）

■教室参加者の声
●戸外を歩く際や、階段を昇るのに、以前より楽になったと思います
●無理なくできるストレッチを教えてもらい、自宅で行う
ことが習慣づきました

●人との出会いがあり、話すことが楽しく元気をもらった
気持ちになりました

●口の渇きが気になっていたけれど、健口体操をやりはじ
めてすぐに効果がでてきて、口の渇きの悩みが軽くなり
ました

●介護予防教室利用の流れ

65 歳以上の要支援・要介護認定を受けていない人に、チェックリストを郵送いたします（郵送は、年齢別に３か年
で実施いたします。今回の郵送対象とならなかった場合でもご希望の人はぜひお問い合わせください）。

回答していただいたチェックリストから、介護予防の必要性を判定します。生活機能の低下がみられ、このままで
は将来介護が必要になる可能性があると判定された人には、状態に合わせた介護予防教室をお勧めします。

❶チェックリストの送付

❷チェックリストの判定結果の送付

❸介護予防教室

介護予防教室は、3分野の教室があります。

運動教室 
（全 12回）

からだの状態に応じて、自宅でもできる体操メニューを一緒に考え、運動習慣を身につけ
ましょう。

お口の健康教室 
（全 8回）

一人ひとりの状況に合わせて、家庭でもできるお口の体操や清潔を保つ効果的な方法、お
いしく食べられる秘訣をご紹介します。

栄養の教室 
（全 3回）

毎日の食事で気をつけることや、食べやすい食材の選び方、栄養満点なおかずの作り方な
ど、一人ひとりに合ったアドバイスをします。

■問い合わせ
▼地域包括支援センター☎ 887ー8124▼社会福祉課介護支援係☎ 888ー1111（164）

生まれ、要支援や要介護になるのを防止
できます。
町では、要支援・要介護認定を受けてい
ない 65 歳以上の人を対象に、「介護予防
のためのチェックリスト」を送付し、ご返
送いただいた回答から、介護予防の必要
状況を判定します。
介護予防が必要と判定された人には、
ご本人の状態に合わせたお勧めの介護予
防教室を個別通知でご案内します。
いつまでも元気で生き生きと暮らして
いくために、介護予防教室にぜひご参加
ください。



なくそう

高齢者への虐待
高齢者の虐待を地域で防ごう

た
り
、
虐
待
を
受
け
て
い
る
高
齢

者
本
人
が
家
族
に
遠
慮
し
た
り
、

世
間
体
を
気
に
し
た
り
し
て
虐
待

の
事
実
が
わ
か
り
づ
ら
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
高
齢
者
虐
待

防
止
法
で
は
、『
虐
待
を
受
け
た

と
思
わ
れ
る
高
齢
者
を
発
見
し
た

人
は
、
市
町
村
の
相
談
窓
口
に
通

報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
定

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

虐
待
の
背
景
に
は
、
高
齢
者
本
人

と
養
護
者
・
家
族
と
の
人
間
関
係
、

過
重
な
介
護
負
担
、
認
知
症
介
護
の

困
難
、
地
域
社
会
で
の
家
族
の
孤
立

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
り
、

往
々
に
し
て
そ
れ
ら
が
絡
み
合
っ
て

ま
す
。
1
人
で
悩
ま
ず
、
相
談
窓
口

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

町
お
よ
び
町
地
域
包
括
支
援
セ

ン
タ
ー
で
は
、
虐
待
の
通
報
や
相

談
を
受
け
た
場
合
、
高
齢
者
の
状

況
を
確
認
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
関
係

機
関
と
連
携
し
、
家
族
や
高
齢
者

本
人
に
必
要
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

●
社
会
福
祉
課
高
齢
福
祉
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
6
1
）

●
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

（
町
社
会
福
祉
協
議
会
内
）
☎

8
8
7
ー

8
1
2
4

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
環
境

の
中
で
、
意
思
が
尊
重
さ

れ
、
尊
厳
を
持
っ
て
生
活
す
る
こ

と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
高
齢
者
を
介
護
し
て
い

る
人
の
孤
立
や
介
護
疲
れ
、
ス
ト

レ
ス
が
原
因
に
よ
る
高
齢
者
へ
の

虐
待
が
社
会
問
題
に
な
っ
て
い
ま

す
。高
齢
者
虐
待
の
こ
と
を
知
り
、

見
守
り
、
気
づ
く
こ
と
で
、
虐
待

の
起
こ
ら
な
い
地
域
づ
く
り
を
お

願
い
し
ま
す
。

何
が
虐
待
か
？
は
、
人
に
よ
っ

て
考
え
方
が
ま
ち
ま
ち
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
み
な
さ
ん
に
虐

待
を
発
見
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

は
、
次
の
五
つ
を
「
虐
待
」
と
と
ら

え
る
こ
と
が
重
要
に
な
り
ま
す
。

❶
身
体
的
虐
待

暴
力
的
行
為
な
ど
で
、
身
体
に

あ
ざ
、
痛
み
を
与
え
る
行
為
や
、

外
部
と
の
接
触
を
意
図
的
・
継
続

的
に
遮
断
す
る
行
為
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
平
手
打
ち
を

す
る
、
つ
ね
る
、
殴
る
、
け
る
、

無
理
や
り
食
事
を
口
に
入
れ

る
、
や
け
ど
・
打
撲
さ
せ
る
▽

ベ
ッ
ド
に
縛
り
付
け
た
り
、
意

図
的
に
薬
を
過
剰
に
服
用
さ
せ

社会福祉課高齢福祉係☎ 888ー1111（161）

を
人
前
で
話
す
な
ど
に
よ
り
高

齢
者
に
恥
を
か
か
せ
る
▽
ど
な

る
・
の
の
し
る
、
悪
口
を
言
う

▽
侮
辱
を
込
め
て
、
子
ど
も
の

よ
う
に
扱
う
▽
高
齢
者
が
話
し

か
け
て
い
る
の
を
意
図
的
に
無

視
す
る

ー
な
ど

❹
性
的
虐
待

本
人
と
の
間
で
合
意
が
形
成
さ

れ
て
い
な
い
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
の

性
的
な
行
為
ま
た
は
そ
の
強
要
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
排
せ
つ
の
失

敗
に
対
し
て
懲
罰
的
に
下
半
身

を
裸
に
し
て
放
置
す
る
▽
キ

ス
、
性
器
へ
の
接
触
、
性
的
関

係
を
強
要
す
る

ー
な
ど

❺
経
済
的
虐
待

本
人
の
合
意
な
し
に
財
産
や
金

銭
を
使
用
し
、
本
人
の
希
望
す
る

金
銭
の
使
用
を
理
由
な
く
制
限
す

る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
日
常
生
活
に
必

要
な
金
銭
を
渡
さ
な
い
／
使
わ

せ
な
い
▽
本
人
の
自
宅
等
を
本

人
に
無
断
で
売
却
す
る
▽
年
金

や
預
貯
金
を
本
人
の
意
思・利
益

に
反
し
て
使
用
す
る

ー
な
ど

高
齢
者
へ
の
虐
待
は
、
虐
待
を

行
っ
て
い
る
人
に
自
覚
が
な
か
っ

た
り
し
て
、
身
体
拘
束
、
抑
制

を
す
る

ー
な
ど

❷
介
護
・
世
話
の
放
棄
・
放
任

意
図
的
で
あ
る
か
、
結
果
的
で

あ
る
か
を
問
わ
ず
、
介
護
や
生
活

の
世
話
を
行
っ
て
い
る
家
族
が
、

そ
の
提
供
を
放
棄
ま
た
は
放
任

し
、
高
齢
者
の
生
活
環
境
や
、
高

齢
者
自
身
の
身
体
・
精
神
的
状
態

を
悪
化
さ
せ
て
い
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
入
浴
し
て
お

ら
ず
異
臭
が
す
る
、
髪
が
伸
び

放
題
だ
っ
た
り
、
皮
ふ
が
汚
れ

て
い
る
▽
水
分
や
食
事
を
十
分

に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

で
、
空
腹
状
態
が
長
時
間
に
わ

た
っ
て
続
い
た
り
、
脱
水
症
状

や
栄
養
失
調
の
状
態
に
あ
る
▽

室
内
に
ご
み
を
放
置
す
る
な

ど
、
劣
悪
な
住
環
境
の
中
で
生

活
さ
せ
る
▽
高
齢
者
本
人
が
必

要
と
す
る
介
護・医
療
サ
ー
ビ
ス

を
、
相
応
の
理
由
な
く
制
限
し

た
り
使
わ
せ
な
い
▽
同
居
人
に

よ
る
高
齢
者
虐
待
と
同
様
の
行

為
を
放
置
す
る
こ
と

ー
な
ど

❸
心
理
的
虐
待

脅
し
や
侮
辱
な
ど
の
言
葉
や
威

圧
的
な
態
度
、
無
視
、
嫌
が
ら
せ

等
に
よ
っ
て
精
神
的
・
情
緒
的
苦

痛
を
与
え
る
こ
と
。

▼
具
体
的
な
例
：
▽
排
せ
つ
の
失

敗
を
ち
ょ
う
笑
し
た
り
、
そ
れ

「
虐
待
の
定
義
」

虐
待
と
は
何
か
？

虐
待
の
防
止
と

早
期
発
見
の
た
め
に

こうれいしゃへのぎゃくたいをふせごう

相
談
や
通
報
を

お
願
い
し
ま
す

17　人と自然がつくる楽しいまちーあみ
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放射能対策室☎888ー1111（127）

 
 

放射線の状況をお知らせします

ほうしゃのうたいさく

町では、子ども関連施設を中心に放
射線の定期測定（毎月 2回）を行ってい
ます。
最近の測定結果については、右表の
とおりです。日常を制限するレベルで
はありません。
町独自に測定を開始した第 1回（5月
25日～ 6月 2日）の測定と比較すると、
屋内については約 2割、屋外について
は約 5割減少しており、徐々にではあ
りますが減少傾向にあります。
なお、このほかにも町ではさまざま
な日常の生活空間で放射線の測定を行
っていますが、国が活動制限の目安と
している地上 1mの高さにおいて 1時
間あたり 1マイクロシーベルト以上が
測定された地点はありません。

単位：マイクロシーベルト毎時

施設名
屋　内 屋　外

床上
0cm

床上
50cm

床上
1m

地上
0cm

地上
50cm

地上
1m

阿見小学校 0.082 0.085 － 0.115 0.101 －
実穀小学校 0.087 0.077 － 0.179 0.163 －
吉原小学校 0.077 0.085 － 0.135 0.145 －
本郷小学校 0.078 0.073 － 0.172 0.150 －
君原小学校 0.069 0.065 － 0.134 0.130 －
舟島小学校 0.075 0.076 － 0.169 0.160 －

阿見第一小学校 0.081 0.085 － 0.156 0.146 －
阿見第二小学校 0.079 0.090 － 0.121 0.104 －
阿見中学校 0.079 － 0.093 0.143 － 0.152
朝日中学校 0.081 － 0.077 0.149 － 0.144
竹来中学校 0.087 － 0.093 0.141 － 0.128

霞南至健中学校	
・霞ヶ浦高校 0.095 － 0.088 0.093 － 0.092

霞ヶ浦聾学校 0.075 0.085 0.086 0.139 0.155 0.166
ふたば幼稚園 0.071 0.067 － 0.141 0.140 －

阿見みどり幼稚園 0.067 0.069 － 0.130 0.114 －
荒川沖幼稚園 0.093 0.097 － 0.149 0.154 －
阿見幼稚園 0.087 0.088 － 0.186 0.157 －
中郷保育所 0.092 0.086 － 0.096 0.090 －
南平台保育所 0.085 0.078 － 0.111 0.106 －
二区保育所 0.075 0.081 － 0.164 0.141 －
学校区保育所 0.058 0.067 － 0.145 0.097 －
あゆみ保育園 0.059 0.065 － 0.135 0.128 －

阿見ひかり保育園 0.084 0.077 － 0.152 0.144 －
学校区児童館 0.075 0.074 － 0.144 0.146 －
二区児童館 0.079 0.081 － 0.164 0.141 －
総合運動公園	
（陸上競技場） － － － － 0.171 0.188

総合運動公園	
（野球場） － － － － 0.127 0.129

霞ヶ浦平和記念公園 － － － － 0.226 0.228
ゆりの木公園 － － － － 0.165 0.176

岡崎ふれあい公園 － － － － 0.211 0.228
うずらの公園 － － － － 0.108 0.110
本郷近隣公園 － － － － 0.222 0.219
平均値 0.083 0.083 0.085 0.142 0.160 0.173

放射線の定期測定

●「阿見町放射能対策方針」要旨
長期的な目標として追加被ばく線量

において、年間 1ミリシーベルト（1時
間あたりに換算すると自然界からの放
射線量を含めて 0.23 マイクロシーベル
ト）以下となることを目指します。
なお、特に子どもの生活環境につい

ては優先的に除染を実施します。

子どもたちが受ける放射線量をでき
るだけ低く抑えるという町の放射能対
策方針により、小中学校などについて
は、3月までに放射線量の高い箇所に
対して重点的に除染作業を実施しまし
た。
その結果、すべての小中学校などの
校庭、さらには敷地全体の平均値にお
いても、1時間あたり 0.23 マイクシー
ベルト未満となっています。

■小中学校などの除染を完了しました

●定期測定第 24 回（測定日 5 月 7 日～ 11 日）
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ほうしゃのうたいさく

放射線の訪問測定

■平成 23 年 11 月から実施している一般家庭・事業所の訪問測定の結果は下表のとおりです

人が長い時間を過ごす生活空間は、人や物が動いたり、掃除をしたりするので、放射線が早めに低減する傾
向があります。逆に、人が近寄らない雨どいの下などは、雨水により放射性物質が集積され放射線量が高くな
る傾向があります。なお、その場所の測定値は雨どいの下などで 1時間過ごした場合に、その値の放射線量
を受けるということです。
雨どいの吐出し口（地上 0cm）の放射線量の平均値は、1時間あたり 1.280 マイクロシーベルト（272か所
の平均値）となっていますが、そこから垂直距離で 1m離れると、0.238 マイクロシーベルトへと約 8割の低
減となっています。

単位：マイクロシーベルト毎時

測定期間 
（訪問件数）

屋内の平均値 屋外の平均値
床上 1m 

（居間など） 測定件数 地上 1m 
（庭など） 測定件数

平成 23年 11月～
平成 24年 4月

（1,078 件）
0.107 1,050 件 0.196 1,052 件

●日常の生活空間の測定結果

●雨どい下（吐出し口）の測定結果

単位：マイクロシーベルト毎時

測定期間
平均値

低減率 測定か所数
地上 0cm 地上 1m

平成 23年 11月～
平成 24年 4月 1.280 0.238 81.4% 272 か所

■希望者に除染のための土のう袋などを配布します

■除染作業の支援を行います（訪問除染）

放射能対策室窓口（役場 1階）で、土のう袋・軍手・マスク（1世帯 3つまで）を平日（月～金）開庁時間内に
無料で配布しています。町では訪問測定を行っていますので、除染後の放射線量の確認にもご利用ください。

身体に障害などがあり除染作業が困難な世帯については、町が除染作業を支援します。詳しくは、放射能対
策室にお問い合わせください。

●公園の放射線量マップを掲示しています
主な公園については、施設内放射線量マッ
プの作成が完了した公園から順次施設内に掲
示するとともに、下記町ホームページ（放射
線量マップについて）にも掲載していきます。
砂場の砂の入替は 3月までに完了していま
す。

●放射線モニタリングポストが設置されました
文部科学省では、県内の各市町村に放射線モ

ニタリングポストを設置しました。阿見町の設
置場所は、役場駐輪場脇となっています。
表示単位は、マイクログレイ毎時となってい

ますが、マイクロシーベルト毎時と同等の単位
です。

●放射線量マップについて（http://www.town.ami.ibaraki.jp/kakuka/seikatsusangyo-bu/
hoshanotaisakushitsu/hoshasen_information01.htm）

一般家庭の除染作業を支援します



住
民
税
の
公
的
年
金
か
ら
の

特
別
徴
収
制
度
と
は
、
65

歳
以
上
の
住
民
税
の
納
税
義
務
の

あ
る
公
的
年
金
等
に
か
か
る
所
得

を
有
す
る
人
を
対
象
に
、
今
ま
で

納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
付

し
て
い
た
だ
い
て
い
た
公
的
年
金

に
か
か
る
住
民
税
を
年
金
か
ら
引

き
落
と
し
す
る
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
の
導
入
に
よ
る
税
負

担
の
変
化
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
支

払
い
方
法
が
変
わ
る
だ
け
で
す
。

公
的
年
金
の
受
給
者
で
、（
▼

65
歳
以
上
（
4
月
1
日
現
在
）
▼

老
齢
基
礎
年
金
等
の
支
払
い
を
受

け
て
い
る
▼
公
的
年
金
に
か
か
る

住
民
税
の
納
税
義
務
が
あ
る
―

の
す
べ
て
を
満
た
す
人
）。

▼
1
月
1
日
以
降
、
転
出
・
死
亡

等
の
理
由
で
町
に
引
き
続
き
住

所
を
有
し
て
い
な
い
人

▼
老
齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
が

18
万
円
未
満
の
人

▼
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き

落
と
し
さ
れ
て
い
な
い
人

▼
住
民
税
の
特
別
徴
収
税
額
が
老

齢
基
礎
年
金
等
の
年
額
を
超
え

対
象
と
な
る
人

公的年金からの
特別徴収（引き落とし）制度

町・県民税（住民税）の

公的年金からの
特別徴収（引き落とし）制度

期別 上半期（仮徴収） 下半期（本徴収）
徴収
方法

特別徴収
（年金からの引き落とし）

月（期） 4 月 6月 8月 10月 12月 2月

徴収
税額

前年度
2月と
同額

前年度
2月と
同額

前年度
2月と
同額

年税額から
仮徴収額を
差し引いた
額の

年税額から
仮徴収額を
差し引いた
額の

年税額から
仮徴収額を
差し引いた
額の

る
人

※
ご
自
身
が
対
象
に
な
っ
て
い
る

か
ど
う
か
は
、
6
月
中
旬
ご
ろ

に
町
か
ら
お
送
り
す
る
税
額
決

定
・
納
税
通
知
書
で
ご
確
認
く

だ
さ
い

な
お
、
65
歳
未
満
で
公
的
年
金

を
受
給
し
て
い
る
給
与
所
得
者
に

つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
「
公
的

年
金
等
所
得
」
と
「
給
与
所
得
」

に
か
か
る
住
民
税
を
合
算
し
て
、

給
与
か
ら
引
き
落
と
し
す
る
制
度

と
な
っ
て
い
ま
す
。

公
的
年
金
の
所
得
分
に
か
か
る

税
額
の
み
引
き
落
と
し
し
ま
す
。

公
的
年
金
以
外
の
所
得
（
給

与
・
事
業
・
不
動
産
な
ど
）
に
か

か
る
税
額
は
年
金
か
ら
徴
収
せ

ず
、
現
行
と
同
様
に
普
通
徴
収

（
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
）
ま

た
は
給
与
か
ら
の
特
別
徴
収

（
給
与
引
き
落
と
し
）
で
納
め
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

老
齢
等
年
金
給
付
（
▼
老
齢
基

礎
年
金
▼
老
齢
厚
生
年
金
▼
退
職

共
済
年
金
―
な
ど
）。

※
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
は
特
別

じゅうみんぜいのおさめかた

税務課町民税係☎888ー1111（151・152・156）

65 歳以上
の人

徴
収
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん

年
間
の
支
給
月
（
6
回
）
を
大

き
く
2
つ
に
分
け
ま
す
。

❶
上
半
期
の
年
金
支
給
月（
4
・

6
・
8
月
）：
前
年
度
の
下
半
期

の
税
額
を
3
分
の
1
ず
つ
3
回

徴
収
し
ま
す
（
仮
徴
収
）

❷
下
半
期
の
年
金
支
給
月（
10
・

12
・
2
月
）：
そ
の
年
度
の
年
税

額
か
ら
上
半
期
に
徴
収
し
た
額

を
差
し
引
い
た
残
り
の
額
を
、

3
分
の
1
ず
つ
3
回
徴
収
し
ま

す
（
本
徴
収
）

※
税
額
は
6
月
に
確
定
す
る
た

め
、
仮
徴
収
の
税
額
は
前
年
度

の
最
後
（
2
月
）の
税
額
に
応
じ

て
仮
に
定
め
て
徴
収
さ
れ
ま
す

対
象
と
な
る
年
金

徴
収
方
法
お
よ
び
税
額

■年金からの特別徴収が開始される最初の年度の徴収方法

■次年度以降

1
3

徴
収
さ
れ
る
税
額

期別 上半期 下半期
徴収
方法

普通徴収
（納付書または口座振替）

特別徴収
（年金からの引き落とし）

月（期） 第 1期（6月） 第 2期（8月） 10月 12月 2月

徴収
税額

年税額の
1

4

年税額の
1

4

年税額の
1

6

年税額の
1

6

年税額の
1

6

1
3

1
3

対
象
と
な
ら
な
い
人
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公的年金等を受給されている人の
町・県民税（住民税）申告
公的年金等を受給されている人の
町・県民税（住民税）申告

告
が
必
要
で
す

■
公
的
年
金
等
に
か
か
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
で

主
な
も
の
の
所
得
金
額

の
計
算
方
法
は
、
次
の
と

お
り
で
す

【
給
与
所
得
】

給
与
・
賞
与
、
パ
ー
ト
収
入
な

ど
（
給
与
等
の
収
入
金
額
─
給

与
所
得
控
除
）

な
お
、
給
与
等
の
収
入
金
額
が

85
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、

所
得
金
額
は
20
万
円
を
超
え
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
雑
所
得
（
公
的
年
金
等
以
外
）】

個
人
年
金
、
原
稿
料
な
ど
（
総

収
入
額
─
必
要
経
費
）

【
配
当
所
得
（
上
場
株
式
等
に
係

る
配
当
所
得
の
申
告
不
要
制
度
を

選
択
し
た
場
合
は
除
く
）】

株
式
や
出
資
の
配
当
金
な
ど

（
収
入
金
額
─
株
式
な
ど
の
元

本
取
得
に
要
し
た
負
債
の
利

子
）

【
一
時
所
得
】

生
命
保
険
の
満
期
返
戻
金
な
ど

（
総
収
入
金
額
─
収
入
を
得
る

た
め
に
直
接
要
し
た
金
額
─
特

別
控
除
額
（
最
高
50
万
円
）×

1
　

/
　

2
）

じゅうみんぜいのしんこく
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平
成
23
年
分
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
提
出
し
た
人
は
、
平
成
24

年
度
の
住
民
税
の
申
告
書
を
提
出

し
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
か

ら
、
住
民
税
の
申
告
書
の
提
出
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
所
得
税
に
お
け
る
「
年

金
所
得
者
に
か
か
る
確
定
申
告
不

要
制
度
」
に
該
当
し
、
確
定
申
告

が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

次
に
当
て
は
ま
る
と
き
に
は
、
住

民
税
の
申
告
書
の
提
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

❶
公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得

の
み
が
あ
る
人
で
、「
公
的
年

金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
控
除
（
社
会
保
険

料
控
除
・
配
偶
者
控
除
・
扶
養
控

除
・
基
礎
控
除
）
以
外
の
各
種

控
除
の
適
用
を
受
け
る
と
き

※
住
民
税
申
告
書
を
提
出
し
な
い

と
、
源
泉
徴
収
票
に
記
載
さ
れ

て
い
な
い
社
会
保
険
料
・
生
命

保
険
料
・
地
震
保
険
料
・
医
療
費

な
ど
の
住
民
税
の
控
除
の
適
用

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

❷
公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
あ
る
と
き

※
公
的
年
金
等
に
か
か
る
雑
所
得

以
外
の
所
得
が
あ
り
、
そ
の
所

得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の
申

税務課町民税係☎888ー1111（151・152・156）

確定申告が不要でも住民税の申告が必要となる場合があります。

平成 24 年度の住民税から適用される主な改正事項

1. 所得税における年金所得者にかかる確定申告不要制度創設に伴う
住民税の申告
年金所得者にかかる申告不要制度により所得税の確定申告を要し
ない場合であっても、住民税の申告が必要となる場合があります。

2. 年少扶養親族（年齢 16 歳未満）に対する扶養控除の廃止
年少扶養親族（年齢 16歳未満）に対する扶養控除の適用は廃止さ
れましたが、障害者控除・寡婦（寡夫）控除の適用判定は、年少扶
養親族を含めて適用の判定をします。また住民税の非課税限度額
の判定も年少扶養親族を含めて適用を判定しますので、確定申告
の場合には「住民税・事業税に関する事項」欄（住民税申告書の場
合は 16歳未満の扶養親族欄）に、氏名・続柄・生年月日などの記載
が必要となります。

3. 特定扶養親族範囲の改正
特定扶養親族の範囲が、年齢 19歳以上 23歳未満になりました（年
齢 16歳以上 19歳未満の扶養親族は特定扶養親族の対象から一般
扶養親族の対象に変更となりました）。

●
年
金
所
得
者
に
か
か
る
確
定
申

告
不
要
制
度
（
平
成
23
年
分
か

ら
）

公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合

計
が
4
0
0
万
円
以
下
（
複
数
か

ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の

合
計
額
）
で
、
か
つ
、
公
的
年
金

等
に
か
か
る
雑
所
得
以
外
の
所
得

金
額
が
20
万
円
以
下
で
あ
る
場
合

に
は
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す

る
必
要
が
な
く
な
り
ま
し
た
。

た
だ
し
、
上
場
株
式
等
に
か
か

る
譲
渡
損
失
の
繰
越
控
除
な
ど
、

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
要
件

と
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
確
定
申
告
の
必
要
が
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
所
得
税
の

還
付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。



障害福祉課（総合保健福祉会館内）☎ 888 ー 2943

　障
祉
福
害

■
手
帳
制
度

●
身
体
障
害
者
手
帳

視
覚
・
聴
覚
・
平
衡
機
能
・
音
声

言
語
機
能
・
そ
し
ゃ
く
機
能
・
肢
体

（
上
肢
・
下
肢
・
体
幹
・
乳
幼
児
期
以

前
の
非
進
行
性
の
脳
病
変
に
よ
る

運
動
機
能
障
害
）・
心
臓
機
能
・
じ

ん
臓
機
能
・
呼
吸
器
機
能
・
ぼ
う
こ

う
機
能
・
直
腸
機
能
・
小
腸
機
能
・

肝
機
能
・
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル

ス
に
よ
る
免
疫
機
能
―
に
永
続

す
る
障
害
の
あ
る
人
を
対
象
に
交

付
さ
れ
ま
す
。

●
療
育
手
帳

知
的
に
障
害
の
あ
る
人
が
援
護

を
受
け
や
す
く
す
る
た
め
に
交
付

さ
れ
ま
す
。

●
精
神
保
健
福
祉
手
帳

精
神
の
疾
患
に
よ
り
日
常
生
活

や
社
会
生
活
に
制
約
が
あ
る
人
が

医
療
や
福
祉
の
支
援
を
受
け
や
す

く
す
る
た
め
に
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
障
害
者
自
立
支
援
法

●
自
立
支
援
給
付

身
体
・
知
的
・
精
神
に
障
害
の
あ

る
人
が
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
派
遣

等
介
護
系
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
、
就

労
移
行
支
援
な
ど
の
訓
練
系
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
、
障
害
者
支
援
施
設

の
通
所
お
よ
び
入
所
を
希
望
さ
れ

る
場
合
、
町
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
支

給
決
定
を
受
け
た
後
で
、
指
定
支

援
事
業
者
・
施
設
と
契
約
を
結
ん

で
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
ま
す

（
介
護
保
険
対
象
者
は
、
介
護
保

険
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
が
優
先
さ
れ

ま
す
）。

●
補
装
具
の
交
付
・
修
理

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
に
、
そ
の
障
害
の
程

度
に
応
じ
て
補
装
具
の
交
付
・
修

理
を
行
い
ま
す
。
義
眼
・
つ
え
・
補

聴
器
・
義
肢
・
下
肢
装
具
・
車
い
す

―
な
ど
が
対
象
で
す
（
介
護
保

険
対
象
者
は
、
介
護
保
険
に
よ
る

サ
ー
ビ
ス
が
優
先
さ
れ
ま
す
）。

●
自
立
支
援
医
療

▼
精
神
通
院
：
精
神
に
疾
患
の
あ

る
人
が
、
そ
の
治
療
を
受
け
る

た
め
の
医
療
費
を
助
成
し
ま
す

▼
更
生
医
療
：
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
に
、

障
害
を
軽
減
・
回
復
す
る
た
め

に
行
う
治
療
を
受
け
る
た
め
の

医
療
費
を
助
成
し
ま
す（
角
膜
・

心
臓
・
関
節
形
成
手
術
・
血
液
透

析
な
ど
が
対
象
に
な
り
ま
す
）

■
福
祉
手
当
の
支
給

在
宅
の
重
度
障
害
者
（
児
）
に
、

各
種
の
福
祉
手
当
を
支
給
し
ま
す

（
障
害
の
程
度
・
所
得
額
な
ど
に
一

定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
）。

●
特
別
障
害
者
手
当

20
歳
以
上
で
著
し
く
重
度
の
障

害
が
あ
り
、
常
時
特
別
な
介
護
が

必
要
な
人
に
対
し
、
手
当
を
支
給

し
ま
す
。
月
額
2
6
2
6
0
円
。

●
障
害
児
福
祉
手
当

20
歳
未
満
で
重
度
の
障
害
が
あ

る
児
童
に
対
し
、
手
当
を
支
給
し

ま
す
。
月
額
1
4
2
8
0
円
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
で
監

護
・
養
育
す
る
父
母
な
ど
に
対
し
、

手
当
を
支
給
し
ま
す
。

▼
1
級
：
月
額
5
0
4
0
0
円

▼
2
級
：
月
額
3
3
5
7
0
円

●
在
宅
心
身
障
害
児
福
祉
手
当

精
神
ま
た
は
身
体
に
障
害
の
あ

る
20
歳
未
満
の
児
童
を
家
庭
で
介

護
す
る
父
母
な
ど
に
対
し
、
手
当
を

支
給
し
ま
す
。
月
額
5
0
0
0
円
。

●
難
病
患
者
福
祉
手
当

県
か
ら
『
一
般
特
定
疾
患
医
療

受
給
者
証
』
の
交
付
を
受
け
治
療

を
受
け
て
い
る
人
に
、
手
当
を
支

給
し
ま
す
。
在
宅
で
町
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
な
い
人
が
対
象
で
す
（
毎
年
度

申
請
が
必
要
で
す
）。
月
額

3
0
0
0
円
。

■
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
年

金
制
度

心
身
障
害
者
を
扶
養
し
て
い
る

人
が
、
毎
月
一
定
の
掛
金
を
拠
出

し
、
扶
養
者
が
死
亡
な
ど
に
よ
っ

て
扶
養
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
に

年
金
を
支
給
し
て
生
活
の
安
定
を

図
る
も
の
で
す
。

加
入
で
き
る
人
は
、
心
身
障
害

者
を
扶
養
し
て
い
る
65
歳
未
満
の

人
で
、
特
別
な
病
気
や
障
害
を
持

っ
て
い
な
い
人
で
す
。
掛
金
は
加

入
時
の
年
齢
に
よ
り
、
月
額

9
3
0
0
円
か
ら
2
3
3
0
0
円

と
な
り
ま
す
。
支
給
さ
れ
る
年
金

額
は
、月
額
2
0
0
0
0
円
で
す
。

加
入
要
件
や
年
金
支
払
い
時
期

な
ど
詳
細
に
つ
い
て
は
、
窓
口
に

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

町
で
は
、
障
害
が
あ
る
人
の
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
次
の
よ

う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
ま
す
（
主
な
も
の
を
掲
載
。
ほ

か
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま
す
）。

こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
に
は
、
事
前
に
申
請
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
サ
ー
ビ
ス
の
種
類
に
よ
り
介
護
保
険
が
優
先
さ
れ
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
18
歳

以
上
の
人
は
本
人
（
配
偶
者
を
含
む
）
が
住
民
税
非
課
税
、
生
活
保
護
の

場
合
利
用
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
以
外
の
人
に
つ
い
て
は
原
則
１
割
の

負
担
で
す
が
、
利
用
料
が
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
上
限
額
制
度
が
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
18
歳
以
下
の
児
童
に
つ
い
て
は
世
帯
で
判
定
し
、
住

民
税
非
課
税
世
帯
・
生
活
保
護
世
帯
の
場
合
利
用
料
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
以
外
の
世
帯
に
つ
い
て
は
18
歳
以
上
と
同
じ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
各
福

祉
手
当
は
、
所
得
制
限
が
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
詳
し
く
は
、
障
害

福
祉
課
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

ご存じですか？　各種支援制度

『障害者福祉
サービス』

支え合って安心して暮らせる阿見
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23　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

■
難
病
患
者
等
居
宅
生
活
支

援
事
業
・
難
病
患
者
等
日

常
生
活
用
具
給
付
事
業

厚
生
労
働
省
か
ら
難
治
性
疾
患

克
服
研
究
事
業
に
指
定
を
受
け
た

疾
病
お
よ
び
関
節
リ
ウ
マ
チ
の
治

療
を
受
け
て
い
る
人
に
ヘ
ル
パ
ー

の
派
遣
、
日
常
生
活
用
具
の
給
付

を
行
い
ま
す
。

こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
介
護
保
険
、

障
害
者
自
立
支
援
法
に
よ
る
サ
ー

ビ
ス
が
受
け
ら
れ
な
い
人
が
対
象

と
な
り
、
前
年
の
所
得
に
応
じ
て

利
用
者
負
担
が
あ
り
ま
す
。

■
つ
ぼ
み
教
室

小
学
校
就
学
前
の
障
害
を
有
す

る
児
童
の
早
期
療
育
を
支
援
す
る

た
め
に
、
日
常
生
活
に
お
け
る
基

本
動
作
や
機
能
訓
練
を
行
う
と
と

も
に
、
保
護
者
の
人
へ
の
相
談
・

助
言
な
ど
を
行
い
ま
す
。

対
象
の
人
は
、
親
子
で
通
所
が

可
能
な
心
身
に
障
害
を
有
す
る
小

学
校
入
学
前
の
児
童
お
よ
び
心
身

に
障
害
を
有
す
る
未
就
学
児
童
の

保
護
者
の
人
で
す
。

■
視
覚
障
害
者
卓
球
教
室

ス
ポ
ー
ツ
に
親
し
む
機
会
の
少

な
い
在
宅
の
視
覚
障
害
者
の
人
た

ち
が
、
運
動
を
通
じ
て
身
体
の
維

持
増
強
を
図
り
な
が
ら
互
い
の
交

流
を
深
め
、
社
会
参
加
の
促
進
を

図
り
ま
す
。
対
象
の
人
は
、
視
覚

に
障
害
を
有
す
る
人
に
な
り
ま
す
。

は
、
療
育
手
帳
A○
・
A
お
よ
び
精

神
保
健
福
祉
手
帳
1
・
2
級
の
所

持
者
で
か
つ
自
立
支
援
受
給
者
証

の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
で
自
動

車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
な
い
人

が
、
通
院
の
た
め
に
利
用
す
る
タ

ク
シ
ー
の
初
乗
り
料
金
相
当
分
を

助
成
し
ま
す
。
年
間
36
枚
（
じ
ん

臓
障
害
で
慢
性
透
析
療
法
を
受
け

て
い
る
人
は
年
間
60
枚
）
の
利
用

券
を
交
付
し
ま
す
。

●
身
体
障
害
者
健
康
診
査
事
業

在
宅
で
常
時
車
い
す
を
使
用

し
て
い
る
、
脊
椎
損
傷
・
脳
性
ま

ひ
・
脳
血
管
疾
患
な
ど
に
よ
り
身

体
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ
れ
て

い
る
人
に
対
し
、
健
康
診
査
を

行
い
ま
す
。

施
設
入
所
・
入
院
中
の
人
、
1

年
以
内
に
同
様
の
検
査
を
受
け

た
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

検
査
内
容
・
実
施
予
定
日
な
ど
は

『
広
報
あ
み
』
で
お
知
ら
せ
し
ま

す
（
例
年
2
月
に
実
施
し
ま
す
）。

●
知
的
障
害
者
探
索
支
援
サ
ー
ビ

ス
事
業

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い

る
知
的
障
害
者
の
探
索
を
必
要
と

し
て
い
る
家
庭
な
ど
に
通
報
装
置

（
G
P
S
装
置
）
を
貸
与
し
ま
す
。

●
重
度
障
害
者
（
児
）
住
宅
リ
フ

ォ
ー
ム
助
成
事
業

重
度
の
障
害
者
（
児
）
の
家
庭

生
活
を
送
り
や
す
く
す
る
た
め
、

住
宅
の
一
部
を
改
造
す
る
場
合
に

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

■
税
金
・
公
共
料
金
な
ど
の

減
免

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
る
人
が
対
象
で
す
（
一
定
の
条

件
が
あ
り
ま
す
）。

▼
所
得
税
：
龍
ヶ
崎
税
務
署
☎

0
2
9
7
ー

6
6
ー

1
3
0
3

▼
住
民
税
・
軽
自
動
車
税
：
役
場
税

務
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1

▼
普
通
自
動
車
税
：
土
浦
県
税
事

務
所
☎
8
2
2
ー

7
2
0
8

▼
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
減
免
：

障
害
福
祉
課
で
証
明
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す

■
各
種
割
引

身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は
療
育

手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
が

対
象
で
す
。

▼
タ
ク
シ
ー
料
金
の
割
引
：
県
内

で
タ
ク
シ
ー
を
利
用
し
た
際
、

手
帳
を
運
転
手
に
提
示
す
る
と

料
金
が
1
割
引
に
な
り
ま
す

▼
JR
運
賃
・
バ
ス
運
賃
・
航
空
運
賃

の
割
引
：
割
引
の
対
象
に
は
、

一
定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
割

引
率
も
各
交
通
機
関
で
異
な
り

ま
す
の
で
、
各
交
通
機
関
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
有
料
道
路
料
金
の
割
引
：
身
体

障
害
者
本
人
が
運
転
す
る
自

動
車
ま
た
は
重
度
の
身
体
・
知

的
障
害
者
を
乗
せ
て
介
護
者

が
運
転
す
る
自
動
車
は
、
通

行
料
金
が
割
引
さ
れ
ま
す
。

利
用
す
る
際
に
は
、
障
害
福

行
い
ま
す
。

●
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業

家
庭
で
の
入
浴
が
困
難
な
重
度

の
身
体
障
害
者
に
対
し
、
週
2
回

を
限
度
と
し
て
入
浴
車
を
派
遣

し
、入
浴
の
支
援
を
行
い
ま
す（
介

護
保
険
制
度
が
優
先
さ
れ
ま
す
）。

●
日
中
一
時
支
援
事
業

介
護
者
の
都
合
な
ど
に
よ
り
障

害
者
（
児
）
を
一
時
的
に
介
護
で

き
な
く
な
っ
た
場
合
、
施
設
で
一

時
預
か
り
を
行
い
ま
す
（
利
用
制

限
が
あ
り
ま
す
）。

●
生
活
サ
ポ
ー
ト
事
業

自
立
支
援
給
付
の
支
給
に
該
当

し
な
い
人
に
つ
い
て
、
家
事
な
ど

の
日
常
生
活
支
援
を
行
い
ま
す

（
利
用
制
限
が
あ
り
ま
す
）。

●
自
動
車
運
転
免
許
取
得
費
補
助

事
業

身
体
障
害
者
手
帳（
1
～
4
級
）

を
交
付
さ
れ
て
い
る
人
が
、
就
労

を
目
的
に
免
許
を
取
得
す
る
場

合
、
そ
の
費
用
の
一
部
を
10
万
円

を
限
度
に
補
助
し
ま
す
。

●
自
動
車
改
造
費
補
助
事
業

上
肢
・
下
肢
・
体
幹
機
能
障
害
で

身
体
障
害
者
手
帳
1
・
2
級
の
交

付
を
受
け
て
い
る
人
が
、
就
労
な

ど
に
伴
い
、
自
ら
運
転
す
る
自
動

車
を
改
造
す
る
場
合
、
そ
の
費
用

の
一
部
を
10
万
円
を
限
度
に
補
助

し
ま
す
。

●
福
祉
タ
ク
シ
ー
利
用
料
金
助
成

事
業

身
体
障
害
手
帳
1
・
2
級
ま
た

祉
課
で
割
引
証
明
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す

■
町
地
域
生
活
支
援
事
業

利
用
に
あ
た
っ
て
は
、
障
害
者

手
帳
を
取
得
し
て
い
る
な
ど
、
一

定
の
条
件
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

税
金
の
滞
納
が
あ
る
人
（
世
帯
）

は
、
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
り

ま
す
。
サ
ー
ビ
ス
に
よ
っ
て
は
利

用
者
負
担
が
あ
り
ま
す
。

●
相
談
支
援
事
業

障
害
者
（
児
）
の
さ
ま
ざ
ま
な

相
談
に
応
じ
必
要
な
情
報
の
提
供

や
助
言
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

支
援
お
よ
び
成
年
後
見
制
度
の
利

用
支
援
事
業
を
行
い
ま
す
。

●
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業

聴
覚
障
害
者
な
ど
へ
の
手
話
通

訳
者
や
要
約
筆
記
者
の
派
遣
を
行

い
ま
す
。

●
日
常
生
活
用
具
の
給
付
・
貸
与

日
常
生
活
上
の
便
宜
を
図
る
た

め
、
在
宅
の
重
度
障
害
者
な
ど
に

日
常
生
活
用
具
を
給
付
・
貸
与
し

ま
す
（
介
護
保
険
制
度
が
優
先
。

障
害
の
種
類
・
等
級
な
ど
一
定
の

条
件
が
あ
り
ま
す
）。

●
移
動
支
援
事
業

社
会
生
活
上
必
要
不
可
欠
な
外

出
な
ど
、
社
会
参
加
の
た
め
の
外

出
の
際
の
移
動
を
支
援
し
ま
す
。

●
地
域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

通
所
に
よ
り
創
作
的
活
動
の
提

供
等
お
よ
び
社
会
と
の
交
流
の
促

進
を
行
い
、
社
会
復
帰
の
支
援
を

支え合って安心して暮らせる阿見



明日へとつなぐ
笑顔と絆

明日へとつなぐ
笑顔と絆

●まい・あみ・まつり 2012 ●
日時：8 月 4 日（土）・5 日（日） 午後 3 時～ 9 時
メイン会場：まいあみ特設ステージ

およびまいあみストリート（通称）
広
報
協
賛
金
部
会

前列左から：佐藤友和（町商工会）、小島直子（一般
応募）、中根朋子（役場）、杉本正治（一般応募）
後列左から：古谷綾子（茨城大学農学部）、難波千香
子（町商工会）、笠原絹江（町商工会）、吉田貴洋（町
商工会）、飛田正稔（町金融団）

本
部
役
員

前列左から：小林俊英（幹事＝役場）、野口テル子（副
委員長＝町商工会）、飯野一義（実行委員長＝町商工会）、
松浦健一（副委員長＝桜睦会）、伊野麻衣子（会計＝役場）
後列左から：篠﨑晴美（事務局＝臨時職員）、植松洋
介（事務局＝役場）、本橋大輔（事務局＝役場）、鹿
志村浩行（事務局＝役場）

まい・あみ・まつり 2012

『
ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り
2
0
1
2
』
の
テ
ー
マ
が
、『
明
日
へ

と
つ
な
ぐ
笑
顔
と
絆
』
に
決
定
し
ま
し
た
。
今
月
号
で
は
、
ま

い
・
あ
み
・
ま
つ
り
2
0
1
2
実
行
委
員
会
の
組
織
と
メ
ン
バ

ー
を
紹
介
し
ま
す
。

『明日へとつなぐ笑顔と絆』
まい・あみ・まつり 2012 実行委員長

飯野　一義
昨年の東日本大震災のつめあとが残る中、
被災された皆さまには心からお見舞い申し上
げます。
震災から1年が経ちいまだ放射能の問題があ

り、目に見えない不安とともに辛い思いをして
いる人もたくさんいらっしゃるかと思います。
東北、関東の地が一刻も早い復旧復興を遂
げ、活気溢れる元気な地域となりますように、
今年は昔の阿見音頭とアミゴンを復活させ、
家族や地域の絆を大切に盛大な祭りを開催し
たいと思います。
人と人との繋がりを通して、町民の皆さまに

は「活力と元気」さらに「阿見町大好き」と思っ
ていただけるような祭りにしたいと思います。
実行委員一同、『明日へとつなぐ笑顔と絆』
となるように、まい･あみ･まつり 2012 の準
備に取り組ませていただきます。皆さまのご
支援･ご協力をお願い申し上げます。

笑顔のあふれるまちに

阿見町長　天田富司男
町民総参加の一大イベントとして毎回盛大
に開催されている『まい・あみ・まつり』は、今
年で 23回目を迎えます。
昨年は、東日本大震災の後ということで、
自粛ムードの中での開催でありましたが、そ
れでも『がんばろう阿見町』を合言葉に多くの
町民の皆さまに参加していただきました。
今年のテーマは、『明日へとつなぐ笑顔と
絆』であります。恒例の盆踊りや神輿巡行、
さまざまなステージなど、町民みんなで盛り
上げていただけたら幸いです。
実行委員の皆さんには、企画づくりに奮闘
していただいております。多くの町民の皆さ
まにも、このまつりへ参加して楽しんでいた
だくとともに、ぜひ町民同士の絆を深めてい
ただき、希望と活力に満ちた『笑顔のあふれ
るまちづくり』につながることを期待いたし
ます。
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問い合わせ　まい・あみ・まつり実行委員会事務局　☎ 888ー1111（173）

警
備
運
行
部
会

ス
テ
ー
ジ
式
典
部
会

前列左から：会田直美（県立医療大学）、柴山みどり
（町社会福祉協議会）、二宮光洋（武器学校）、大久保
公二（一般応募）、佐々木恵美子（東京医科大学）
後列左から：大塚雄祐（JA茨城かすみ）、井上勝（東
京医科大学）、相川洋平（役場）、川又陽介（武器学校）、
大堀克朋（朝日燃料支処）

パレード神輿部会

前列左から：大澤陽太（教育委員会）、木村慎（消防
本部）、稲田克彦（町体育協会）、古明地治光（町体
育協会）、大久保敏博（霞ヶ浦成人病研究事業団）
後列左から：田中一幸（町学校長会）、松本雅彦（町
学校長会）、安嶋慧（町金融団）、村野定雄（安全協会）
その他：大平修三（区長会）

パレード神輿部会
11 人

警備運行部会
10 人

広報協賛金部会
9 人

ステージ式典部会
10 人

会計：1 人

委 員 長

専門部会

相談役
　北澤孝雄 （区長会長）

　米川幸雄（消防団長）

●実行委員会組織図●

幹事：1 人

事務局：4 人

名誉会長
　天田富司男（阿見町長）

名誉顧問
　倉持松雄（議会議長）

　吉田光男（商工会長）

顧　問（’11 委員長）
　野口雅弘（町商工会）

監　事
　石引英世（JA 茨城かすみ）

　坪田匡弘（町総務部長）

執 行 部

副委員長：2 人

平成 24年 4月 19日現在

25　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

前列左から：菊地久子（天翔如人）、藤間明美（獅子神輿会）、
長南里志（青宿むつみ会）、小柳望（小柳組）、秋山和美（秋
山舞の会）
後列左から：小松崎英義（阿見神輿連合）、倉重圭一郎（曙
獅子連）、長南武春（青宿むつみ会）、泉恵子（よさこい雅）
その他：佐々木祐輔（阿見神輿連合）、未定（東睦）
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NPO ほうじん・ボランティアだんたい

町民活動推進課　☎888ー1111（272）　／　町民活動センター　☎888ー2051

阿見町の地域貢献・
社会貢献活動団体

1998 年に NPO法が施行されて 14年。徐々にではありますがNPO法人などの社会貢献活動が日本におい
て広まってきました。今では全国で 45,000 近い NPO法人が設立され、県内では約 600の法人が、町では 9
法人が事業展開しています。まさに現在は「自らの活動によって、社会や地域をより良いものとしていこう」
という自治意識が高まっている時代であるともいえます。
そのような中、これらNPO法人などは「新しい公共」を担う主体としても位置づけられるようになり、そ
の注目度や重要性はますます高まりをみせています。阿見町においても、町民と行政が協力・連携してまちづ
くりをおこなう「協働のまちづくり」を進めていくうえで、欠かすことのできない大切なパートナーともなり、
その活動を後押ししているところです。
今回、その一環として、「広報あみ」にNPO法人・ボランティア団体の活動状況などについての情報を毎月
紹介していくこととなりました。この記事を通して町民の皆さまにおけるNPO法人などへのより一層の理解
を促進するとともに、NPO法人などにおける活動の後押しにつながればと考えています。

● NPO 法人阿見アスリートクラブ・大人向け教室
❶自己管理シートを用いた専門家からのアドバイスを受けられる　　　　
❷状況に合わせた講議・参加者の必要に合わせた教室
❸ SNSによるサテライト教室において、アドバイスを受けることができる

《教室の日程》
期　日　5月 19日 (土 )・6月 9日 (土 )・7月 7日 (土 )・8月４日 (土 )

・9月 1日 (土 )・10 月 6日 (土 )・11 月 3日 (土 )
時　間　午後 1時～ 4時 (▼講義：1 時～ 2時▼実技：2 時 30分～ 4時 )
場　所　▼講義：中央公民館▼実技：総合運動公園

 
● NPO 法人いばらき IT 普及協議会・IT ボランティア講座
あなたの IT スキルをいかしてみませんか？
この講座では，IT ボランティアとしての活動に必要な知識や技術を身につけられます。
IT スキルに自信の無い人でも受講可能です。
日　時　毎月第二土曜日　午後 2時 30分～ 3時 30分
場　所　町民活動センター

■ NPO 法人・ボランティア団体から　～参加者を募集しています～

●町民活動団体情報は町ホームページにも掲載しています
これまで町民活動推進課および町民活動センターでは、町民活動団体の情報把握を目的のひとつとして、「町民活
動に関するアンケート」や「団体プロフィール調査」を実施してきました。その中で、情報の提供にご協力いただい
た 35団体を町民活動センター登録団体と位置づけ、そのプロフィールを現在町ホームページ上に掲載しています。
今後、広報紙面上で紹介していく団体の情報についても、これら町民活動センター登録団体のものが中心となり
ますが、このほかにも以下の要件に該当する団体であれば、町民活動団体とみなし、積極的に紹介していきたいと
考えていますので、ぜひ情報提供ください。

▼社会貢献・地域貢献を主目的に活動していること
▼行政に事務局などを置かず、活動・会計処理などについて自立・独立していること
▼団体の所在地が町内にあること（活動を町外で展開されていても構いません）
▼政治・宗教または営利を目的としていないこと
▼暴力団などと関係するものでないこと
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NPO ほうじん・ボランティアだんたい

「子どもからお年寄りまでが一堂に会して運動する場所
を作りたい」そんな思いから始まった、陸上競技クラブ
です。小中高一貫指導「世代間育成システム」の下、多く
の選手が全国で活躍しています。夢をもった子どもや、
生涯を通して運動を楽しみたい人のサポートをしながら、
地域に根ざしたクラブを創造します。

■町民活動センター登録 NPO 法人・ボランティア団体紹介

町民活動センターでは、現在下表に記した 8団体の町内NPO法人情報を把握しており、これらの団体は、
それぞれが掲げる目的達成のために町内外を問わず活躍されています。このコーナーでは、これら下表の
NPO法人や町民活動センターに登録されているボランティア団体などの紹介をおこなっていきます。

▲ 2011 全日本中学陸上男子
200 ｍ、同 800 ｍで日本
チャンピオンが誕生！

▲県の陸上競技の発展を目的
とした中高生向け陸上クリ
ニック（左）や、駅伝大会（右）
などイベントも充実

▲阿見グラウンドは、運動が
大好きな子どもたちの笑い
声であふれます

▲市民ランナー向け教室で生
涯スポーツの環境づくりに
貢献

▲国内トップ選手も在籍して
おり、子どもたちの夢を牽
引しています

▲清掃ボランティア活動な
ど、子どもの健全育成にも
取り組んでいます

子どもから大人まで、元気にかけっこ！

会員募集中！詳細はホームページへ（阿見アスリート
クラブで検索）
●基本コース（5歳～小学 6年生 )
●Ｓコース（小学 5・6年生）
●中学コース
●高校コース
●アスリートコース（大人 )
●市民ランナーコース
●ランニング＆ウォーキングコース
●バウンドテニスコース
●マラソンアカデミー
■問い合わせ　阿見アスリートクラブ☎ 887-1185

NPO 法人 阿見アスリートクラブ

名　称 認証年月日

ＮＰＯ法人青少年の自立を支える会シオン 平成 12年　7月 27日

ＮＰＯ法人アニマルセラピー協会 平成 13年 12月 19日

ＮＰＯ法人まい・あみ 平成 15年　6月 24日

ＮＰＯ法人阿見アスリートクラブ 平成 16年　6月 29日

ＮＰＯ法人ユーアイ阿見 平成 18年 10月 31日

ＮＰＯ法人いばらき IT 普及協議会 平成 19年　1月 12日

ＮＰＯ法人阿見ファントゥスポーツクラブ 平成 19年 12月　7日

ＮＰＯ法人日本ヤーコン協会 平成 22年 10月 22日

●町内 NPO 法人（一部）

上記団体を含めた茨城県に主たる事務所を置くNPO法人に関する簡単な情報は、県の県民運動推進室ホー
ムページ（http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/seibun/seibun/kenmin/npo.top.htm）で確認す
ることができます。
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■
生
垣
の
長
さ
な
ど

▼
道
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面
し
て
設
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さ
れ
る
も
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、

総
延
長
5
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以
上
で
あ
る
も
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※
角
地
の
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に
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長
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の
生
垣
の
延
長
が
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上
か
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短
辺
の
延
長
が
5
m
以
上
必
要

みんなでつくる まちのけいかん

■
生
垣
設
置
の
助
成

町
で
は
、
町
景
観
条
例
第
9
条
に
基
づ

き
、
潤
い
あ
る
街
並
み
と
安
全
な
生
活
環

境
を
確
保
す
る
た
め
、
町
が
費
用
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一
部

を
負
担
し
て
生
垣
の
設
置
を
奨
励
し
て
い

ま
す
。

生
垣
は
、
街
並
み
に
潤
い
を
与
え
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と

と
も
に
、
風
通
し
を
良
く
し
、
居
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高
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ま
す
。
ま
た
、
ブ
ロ
ッ
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塀
を
生
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に
す
る
こ
と
で
倒
壊
を
防
ぎ
、
地
震
被
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を
予
防
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
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■
補
助
の
対
象
区
域

▼
町
全
域

■
補
助
を
受
け
ら
れ
る
人

▼
土
地
の
所
有
者
ま
た
は
生
垣
の
設
置
に

権
限
を
有
す
る
人

■
補
助
対
象
と
な
る
生
垣

▼
新
た
に
生
垣
を
設
置
す
る
場
合

▼
既
存
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
を
撤
去
し
て
生

垣
に
す
る
場
合

■
補
助
を
受
け
ら
れ
な
い
生
垣

▼
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
所
有
ま
た

は
管
理
に
属
す
る
土
地
に
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
建
築
基
準
法
第
42
条
第
2
項
の
規
定
に

よ
り
道
路
と
み
な
さ
れ
る
敷
地
に
設
置

さ
れ
る
も
の

▼
条
例
に
よ
る
補
助
金
の
交
付
を
受
け

て
生
垣
を
設
置
し
た
敷
地
ま
た
は
緑

化
し
た
敷
地
に
、
再
び
設
置
さ
れ
る

も
の

▼
不
動
産
の
販
売
を
目
的
と
し
て
設
置
さ

れ
る
も
の

▼
ほ
か
の
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
補
助

ま
た
は
補
償
を
受
け
た
も
の

■補助額の基準

補助対象となる生垣設置に
要する経費（※）の限度額

新たに生垣を設置する場合
1m当たり
10,000 円

ブロック塀等の撤去を伴う場合
1m当たり
15,000 円

補助率
生垣設置に要する経費の 2分の 1
（ブロック塀等の撤去を伴う場合はその経費も
含む）

補助限度額
175,000 円
（角地の 2辺に設置する場合は 350,000 円）

※生垣設置に要する経費とは、植手間・樹木・垣・支柱等を言います

道路に面していないので対象外

家屋等 家屋等

生　垣

生　

垣

生　

垣

生　垣

道路幅員：原則として4m以上

5m以上 8m以上

隣
地
境
界
線

5
m
以
上

角地の場合

都市計画課計画係☎888−1111（244）

生
垣
設
置
の
助
成

補
助
の
条
件
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■
生
垣
の
高
さ
な
ど

▼
樹
木
の
高
さ
が
お
お
む
ね
1
m
以
上
の

も
の
（
成
長
し
た
と
き
の
高
さ
で
は
な

く
、
植
え
た
と
き
の
高
さ
）

▼
延
長
1
m
に
つ
き
、
2
本
以
上
植
栽
さ

れ
る
も
の

うるおいあるまちなみに

▽
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
等
を
使
用
し

て
基
礎
（
植
樹
ま
す
な
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）
の
上
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さ
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る
場
合
は
、
基
礎
の
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さ
が
敷

地
面
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60 
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以
下
の
も
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※
設
置
か
ら
5
年
間
は
保
全
に

努
め
、
生
垣
と
し
て
活
用
し

て
い
た
だ
き
ま
す

●当制度の詳しい手引きを都市計画課
窓口にご用意しています

●町ホームページにも掲載しています
▼ http://www.town.ami.ibaraki.
jp/kakuka/toshiseibi-bu/toshi	
keikakuka/toshikeikakuka.htm

●まずはお気軽にご相談ください

■
申
請
方
法

生
垣
を
設
置
す
る
前
に
、
都
市
計
画
課

に
事
前
相
談
の
う
え
、
生
垣
設
置
奨
励
補

助
金
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
伴
う
場
合
は
、
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
を
取
り
壊
す
前
に
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
）。

設
置
後
の
申
請
は
補
助
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。

■
申
請
の
流
れ

※採択前と完了報告後には、担当者が生垣設置場所まで現地
調査にうかがいます

事
前
相
談

申
請
書
の
提
出

※
採
択

工
事
着
手

完
了
報
告

※

交
付
額
の
確
定

請
求
書
の
提
出

補
助
金
交
付

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
内
側
に
樹
木
を
設
置
す

る
場
合
は
、
当
該
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
高
さ

が
敷
地
面
か
ら
60 cm
以
下
で
あ
る
も
の

おおむね
1m以上

延長1mにつき
2本以上植栽

延長1m以上につき
2本以上植栽

道路

敷地 土留め・土台等

おおむね
1.6m前後

敷地道路

60cm以下

道路 敷地

▼生垣設置の例

申
請
手
続
き

➡



広報あみ 6月号通常版　2012.5.25　30

■よみきかせ「おはなしおさんぽの会＆昔の遊びをやってみよ
う！の会」開催
小さなお子さんに聞かせたいおすすめの絵本の読み聞かせと、昔の遊びを体験

する人気企画です。今回は七夕にちなんだ遊びを予定しています。
▼期日：7 月 7日（土）
▼時間：❶午前 10時 30分から❷午後 2時から　※それぞれ約 1時間
▼場所：予科練平和記念館ラウンジ
▼その他：参加無料

よかれんへいわきねんかんだより

予科練平和記念館　☎891ー3344　業務時間：月曜日を除く午前 9 時～午後 5 時

◎学芸員のつぶやき
1945（昭和 20）年 6 月 10 日、阿見町は大きな空襲の被害を受け、一般住民もあわせて 300 人以上の死傷者を出
しました。戦後 67 年経ちますが、この経験を忘れることなく「平和について考える日」にしたいものです。
▼予科練平和記念館ホームページ：http://www.town.ami.ibaraki.jp/yokaren/index.html

■講演会『昭和ガールズトーク』開催
戦時下に予科練の近くで少女時代を過ごした女性が語る予科練とは、戦争とは。

少女たちのあこがれだった予科練生との初恋や空襲体験などについて、対談形式
でうかがいます。

▼期日：7 月 14日（土）
▼時間：午後 1時 30分から
▼場所：予科練平和記念館 20世紀ホール
▼話し手：熟田鶴江氏
▼その他：入場無料

■第 5 回所蔵資料展「兄を追って」開催中
戦後、予科練だった兄にゆかりの深い阿見町に住むことを決めた弟と、潜水艦

に乗船して亡くなった兄の戦死の真実を捜し求めた弟。予科練平和記念館に寄贈
された二人の資料から、戦争が普通の家庭にもたらした影響と、家族の絆を考え
る展示です。

▼期日：6 月 24日（日）まで
▼時間：午前 9時～午後 5時（入館は午後 4時 30分まで）
▼場所：予科練平和記念館 20世紀ホール
※常設展観覧チケットでご覧いただけます ▲予科練の兄と最後の家族写真

■講演会「土空看護婦が語る予科練と空襲」開催
昭和 20年 6月 10 日、空襲の目標となった土浦海軍航空隊ではいったい何が

起こっていたのか。実際に空襲を体験した元看護婦が語る予科練と空襲。激動の
戦中戦後を看護の現場から見つめた女性の貴重な体験談をお聞きください。

▼期日：7 月 15日（日）
▼時間：午後 1時 30分から
▼場所：予科練平和記念館 20世紀ホール
▼話し手：角田しづ子氏（元土浦海軍航空隊看護婦）
▼その他：入場無料

▲熟田氏と予科練生

▲土浦海軍航空隊の看護婦たち

▲前回の様子



31　人と自然がつくる楽しいまちーあみ

6 月 5 日は環境の日です
環境保全・環境美化に努めましょう

6 月 5 日は環境の日です

かんきょうをたいせつに

環境政策課☎888ー1111（116）

空き地の雑草は刈り取りをしましょう
空き地は、その土地の所有者または占有者が責任をもって管理することになっています。雑草が生い茂ると
景観が損なわれるだけでなく、害虫の発生や不法投棄・犯罪・火災などが起こりやすくなりますので、日ごろか
ら適正な管理をするようにお願いします。
町では、町民から雑草に関する苦情があると現場を確認し、町環境美化条例に基づき、土地の所有者に除草
依頼の通知をしています。通知が届いたら速やかに除草をお願いします。
個人で刈り取った雑草は、直接霞クリーンセンターに持ち込むか、燃えるごみ専用袋に入れ所定のごみ集積
所に出してください。処分費用は無料です。
▼注意事項
❶一度に大量の刈り取った雑草をごみ集積所に出すと回収しきれない場合がありますので、量が多い場合は霞
クリーンセンターへの持ち込みをお願いします
❷野外での焼却行為は禁止されています。刈り取った雑草は燃やさないでください

動物の遺棄は絶対にやめましょう
子猫が段ボールに入れられて捨てられているケースや、犬が首輪をは
ずして捨てられているケースが増加しています。
ほとんどの場合において、引き取り手が見つからず、県動物指導セン
ターに引き渡すことになります。小さくても大切な命です。動物は最後
まで責任を持って飼いましょう。犬や猫などの愛護動物を遺棄した場合
は、50万円以下の罰金が科せられます。絶対にやめましょう。
また、不幸な命をつくらないために、避妊や去勢の手術をするようお
願いします。また、猫はなるべく室内で飼いましょう。
やむを得ない事情で飼えなくなってしまった場合は、県動物指導セン
ターに連絡してください。
▼問合せ　県動物指導センター☎0296ー72ー1200
※町では、右の看板の配布を行っています。ご希望の人は、環境政策課
窓口までお越しください

『町環境総合調査』にご協力ください
町では、平成 23年 3月に策定した『町環境基本計画』に基づき、

『町環境総合調査』を実施しています。
この調査は、平成23年度・平成24年度の2か年を調査期間として、
町民のボランティアが中心となって町の自然環境に関する調査を行
うもので、基本計画の推進のための基礎資料や環境学習の教材とし
て活用するものです。
動物・植物・昆虫の「姿を見た」「声を聞いた」という情報がありま
したら、環境政策課までご連絡ください。

▶町内のオニヤンマ目撃場所
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フレンドリータウンデイズ

■試合へのご優待・ご招待
町内に在住・在勤・在学の人を対象に、指定席またはサポーターズシートに 1,000 円でご優待します。また、
中学生以下と 65歳以上の人、ファンクラブ会員は無料でご招待します。6月から役場（商工観光課・企画財政
課など）、中央公民館、各地区公民館・ふれあいセンターで『チケット引換券』（総計 10,000 枚）を配布します。
当日は、この『チケット引換券』と町内在住・在勤・在学を証明できるものを持参のうえ、下図の阿見町チケ
ットブースにお越しください。指定席は先着順となります。

▼引換開始：午後２時から

■カシマスタジアム見学ツアー
普段立ち入ることのできないインタビュールームや選手控室、ピッチサイドなどスタジアム内を鹿島アント
ラーズ FCのスタッフがご案内します。

▼対 象：町内在住・在勤・在学の人
▼募集人数：20 人（定員を超えた場合は抽選）
▼申込期間：6 月 25日（月）まで（必着）
▼申込方法：往復はがきに必要事項（代表者の氏名・住所・電話番号・参加者氏名）を記入のうえ、下記に郵送

する。ご家族の人数、または 5人まで申込可。後日結果を通知します
▼郵 送 先：〒 300-0392 阿見町中央一丁目 1番 1号　阿見町役場企画財政課あて
▼集合時間：午後 3時 15分
▼集合場所：スタジアム見学ツアー集合場所（下図参照）

※入場チケットが必要となりますので、チケット引換後に集合してください
▼所要時間：約 40分
▼注意事項：小学生以下のお子さまは保護者の人の同伴が必要となります

■町 PR イベント『まい・あ
み・マルシェ』開催
当日、スタジアム内 1階メイン
スタンドコンコースの「阿見町イ
ベント会場」において、特産品販
売や芸能披露などの阿見町 PRイ
ベントを実施します。
ぜひご来場ください。

※イベント参加時の不可抗力によるけ
がなどについては責任を負いかねます
ので、あらかじめご了承願います

企画財政課企画係☎888ー1111（221・222）

7 月 7 日（土）
J1 リーグ第 17 節　VS 大宮アルディージャ
午後 6 時 30 分キックオフ
県立カシマサッカースタジアム

『阿見町の日』

鹿島アントラーズ FC
フレンドリータウンデイズ 2012

『阿見町の日』
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Information
Information

■
健
康
づ
く
り
課
か
ら

●
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
チ
ェ
ッ
ク
『
こ

こ
ろ
の
体
温
計
』
運
用
開
始

6
月
1
日
か
ら
、
携
帯
電
話
や
パ

ソ
コ
ン
を
利
用
し
て
、
こ
こ
ろ
の
健

康
状
態
を
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
『
こ
こ
ろ

の
体
温
計
』
の
運
用
を
開
始
し
ま
す
。

「
本
人
モ
ー
ド
」・「
家
族
モ
ー
ド
」・

「
赤
ち
ゃ
ん
マ
マ
モ
ー
ド
」・「
ア
ル
コ

ー
ル
チ
ェ
ッ
ク
モ
ー
ド
」
の
4
種
類

が
あ
り
ま
す
。利
用
料
は
無
料
で
す
。

た
だ
し
、
通
信
料
金
は
自
己
負
担
に

な
り
ま
す
。
携
帯
電
話
・
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
は
、
左
記
の
Q
R
コ
ー
ド
か

ら
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
ま
た
、

パ
ソ
コ
ン
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内

の
リ
ン
ク
か
ら
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
高
齢
者
の
た
め
の
『
パ
ワ
ー
ア
ッ

プ
教
室
』
開
催

介
護
が
必
要
な
状
態
に
な
ら
な
い

よ
う
、
家
庭
で
気
軽
に
誰
で
も
で
き

る
、
足
を
中
心
と
し
た
筋
力
ア
ッ
プ

の
運
動
を
始
め
て
み
ま
せ
ん
か
？

▼
期
日	

7
月
4
日（
水
）～
10
月
17

日（
水
）の
毎
週
1
回
・
全
15
回

▼
時
間	

午
前
10
時
～
正
午

▼
場
所	

舟
島
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
内
容	

特
別
な
器
具
に
頼
ら
ず
に

筋
力
ア
ッ
プ
を
図
れ
る
運
動
指
導

を
行
い
ま
す
。
教
室
開
講
時
（
7

月
）
と
教
室
閉
講
時
（
10
月
）
に

体
力
測
定
を
行
い
、
個
人
ご
と
に

結
果
票
を
お
渡
し
し
て
、
教
室
終

了
後
も
家
庭
で
運
動
を
続
け
ら
れ

る
よ
う
指
導
し
ま
す

▼
対
象	

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た

す
人
▼
町
内
在
住
で
65
歳
以
上
で

あ
る
▼
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

な
い
▼
医
師
か
ら
運
動
を
制
限
さ

れ
て
い
な
い
▼
普
段
、
ほ
と
ん
ど

運
動
ら
し
い
運
動
を
し
て
い
な
い

▼
募
集
人
数	

30
人
（
申
込
多
数
の

場
合
は
、
こ
れ
ま
で
当
教
室
に
参

加
し
た
こ
と
が
な
い
人
を
優
先
と

し
た
う
え
で
、
抽
選
に
よ
る
）

▼
参
加
料	

1
0
0
0
円

▼
申
込
期
間	

6
月
22
日（
金
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
で
左
記
に
申
し

込
む

●
問
合
せ	

健
康
づ
く
り
課
（
総
合

保
健
福
祉
会
館
内
）☎
8
8
8
ー

2
9
4
0

■
『
第
2
回
町
健
康
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
』
参
加
者
募
集

▼
期
日	

6
月
24
日（
日
）

▼
時
間	

午
前
8
時
役
場
出
発

▼
行
き
先	

袋
田
の
滝
（
大
子
町
）

▼
募
集
人
数	

45
人（
定
員
で
締
切
）

※
参
加
決
定
者
に
は
後
日
連
絡

▼
参
加
料	

1
2
5
0
円　

※
左
記

窓
口
で
納
め
る
か
当
日
受
付
で
納

め
る

▼
申
込
期
間	

6
月
7
日（
木
）～
20

日（
水
）　

※
郵
送
の
場
合
は
必
着

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
は
が

き・フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
（
住
所・氏
名・

年
齢
・
電
話
番
号
を
明
記
）
で
左

記
に
申
し
込
む

▼
問
合
せ	

〒
3
0
0
ー

0
3
9
2

阿
見
町
中
央
1
ー

1
ー

1
役
場
生
涯

学
習
課
社
会
体
育
係
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
3
4
0
）
ＦＡＸ
8
8
8
ー

3
6
0
1

■
2
0
1
2
ひ
だ
ま
り
コ
ン

サ
ー
ト
開
催

▼
期
日	
6
月
23
日（
土
）

▼
時
間	
午
後
2
時
か
ら
（
開
場
：

1
時
30
分
）

▼
場
所	

本
郷
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

▼
出
演
者	

▼
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
：
白

上
冴
▼
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
：
山
口
遥
平

▼
ピ
ア
ノ
：
星
川
桂
子
・
西
方
有
加

▼
そ
の
他	

入
場
無
料

▼
問
合
せ	

ひ
だ
ま
り
の
会
（
精
神

障
害
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）　

川

島
☎
8
2
2
ー

6
9
6
2

■町統計調査員が交代しま
した
統計調査員 66 人のうち、下記
の 9人が交代のため新たに委嘱さ
れました。国勢調査・工業統計など
国や県から委任される各種統計調
査を行います。
統計調査員がお宅や事業所に伺
った際には、調査票の記入などに
ご協力をお願いします。
▼問合せ	 総務課統計係☎888ー
1111（215）

小泉　正二
（飯倉）

長沼　正男
（掛馬）

吉田　一男
（竹来）

糸賀　士
（曙南）

鈴木　忠
（本郷）

大髙　智
（上長）

野口　正義
（岡崎）

村山　芳夫
（中郷西）

小倉　修
（青宿）

氏名　※敬称略
（地区名）

平成 24 年度実施予定の主な調査
▼国民生活基礎調査（6月）　▼就業構造基本調査（10月）
▼工業統計調査（12月）　▼家計調査（4月～平成 25年 3月）
▼毎月勤労統計調査（4月～ 12月）　▼労働力調査（5月～ 10月）
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■
町
民
活
動
推
進
課
か
ら

●
『
町
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
会

議
』
委
員
募
集

町
で
は
、
町
男
女
共
同
参
画
社
会

基
本
条
例
に
基
づ
き
、『
男
女
共
同

参
画
社
会
推
進
会
議
』
を
設
置
す
る

に
あ
た
り
、
男
女
共
同
参
画
の
推
進

に
つ
い
て
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご
意
見

を
反
映
さ
せ
る
た
め
、
公
募
委
員
を

募
集
し
ま
す
。

▼
任
期	

平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で

▼
報
酬
等	

条
例
で
定
め
る
額

▼
募
集
人
数 

2
人

▼
応
募
条
件 

次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
人
▼
町
内
在
住
で
20
歳
以

上
で
あ
る
▼
男
女
共
同
参
画
の
推

進
に
意
欲
と
関
心
が
あ
る
▼
平
日

の
日
中
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席

で
き
る
（
年
3
回
程
度
）▼
国
・
地

方
公
共
団
体
の
議
員
ま
た
は
常
勤

の
公
務
員
で
は
な
い

▼
応
募
期
間	

6
月
14
日（
木
）ま
で

▼
応
募
方
法	

所
定
の
応
募
用
紙

（
左
記
窓
口
で
受
け
取
る
か
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

『
男
女
共
同
参
画
の
推
進
』
を
テ
ー

マ
に
し
た
小
論
文
（
8
0
0
字
程

度
）
を
添
え
て
、
郵
送
・
E
メ
ー
ル

▼
選
考
方
法	

書
類
選
考

●
問
合
せ	

〒
3
0
0
ー

0
3
9
2

阿
見
町
中
央
1
ー

1
ー

1
役
場
町
民

活
動
推
進
課
男
女
共
同
参
画
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
２
7
1
）▼

E
メ
ー
ル
：chokatsu-ofc@

tow
n.am

i.lg.jp

■
税
務
課
臨
時
職
員
募
集

▼
勤
務
期
間	

7
月
2
日（
月
）～
平

成
25
年
3
月
29
日（
金
）

▼
勤
務
日
時	

土
・
日
・
祝
日
を
除
く

週
5
日
、
午
前
8
時
30
分
～
午
後

5
時
15
分
（
7
時
間
45
分
）

▼
勤
務
内
容	

税
務
課
窓
口
業
務
、

課
税
資
料
の
整
理
入
力
な
ど
の
税

務
課
事
務
補
助

▼
時
給	

8
0
0
円

▼
募
集
人
数	

1
人

▼
応
募
条
件	

パ
ソ
コ
ン（
ワ
ー
ド
・

エ
ク
セ
ル
）
の
操
作
が
で
き
る

▼
応
募
期
間	

6
月
8
日（
金
）ま
で

▼
応
募
方
法	

履
歴
書
（
6
か
月
以

内
撮
影
の
写
真
貼
付
）
を
直
接
左

記
に
提
出
す
る　

※
郵
送
不
可

▼
選
考
方
法	
書
類
選
考
・
面
接（
日

程
は
後
日
連
絡
）

▼
問
合
せ	

税
務
課
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
5
1
）

■
土
浦
・
阿
見
都
市
計
画
変

更
（
案
）
の
縦
覧

都
市
計
画
法
第
21
条
第
2
項
の
規

定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
19
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
の

変
更
に
あ
た
り
、
同
法
第
17
条
の
規

定
に
基
づ
き
標
記
縦
覧
を
行
い
ま
す
。

こ
の
計
画
（
案
）
に
意
見
の
あ
る

人
は
、
左
記
縦
覧
期
間
の
満
了
の
日

ま
で
に
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

▼
期
間 

6
月
11
日
（
月
）
～
25
日

（
月
）　

※
土
・
日
を
除
く

▼
時
間 

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5

時
15
分

▼
場
所	

役
場
2
階
都
市
計
画
課

▼
内
容 

▼
都
市
計
画
道
路
の
変
更

▼
道
路
名
称
「
土
浦
・
阿
見
都
市

計
画
道
路
3
・
4
・
62
号
赤
太
郎
通

り
線
」

▼
提
出
先	

〒
3
0
0
ー

0
3
9
2

阿
見
町
中
央
一
丁
目
1
番
1
号
阿

見
町
長
天
田
富
司
男
あ
て
（
都
市

計
画
課
扱
い
）

▼
問
合
せ	

都
市
計
画
課
計
画
係
☎

8
8
8
ー

1
1
1
1
（
2
4
4
）

ま
た
は
直
接
左
記
に
提
出
す
る

▼
選
考
方
法	

書
類
選
考

●
『
町
男
女
共
同
参
画
社
会
推
進
会

議
』
検
討
部
会
委
員
募
集

男
女
共
同
参
画
を
推
進
す
る
た
め
、

町
で
設
置
す
る
『
町
男
女
共
同
参
画

社
会
推
進
会
議
』
に
対
す
る
意
見
・
提

言
や
、
男
女
共
同
参
画
推
進
に
関
す

る
基
本
計
画
の
策
定
に
必
要
な
調
査

お
よ
び
検
討
を
行
う
た
め
、
推
進
会

議
検
討
部
会
の
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
任
期	

平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で

▼
報
酬
等	

な
し

▼
募
集
人
数 

10
人
程
度

▼
応
募
条
件 

次
の
要
件
を
す
べ
て

満
た
す
人
▼
町
内
在
住
ま
た
は
在

勤
・
在
学
で
あ
る
▼
男
女
共
同
参

画
の
推
進
に
意
欲
と
関
心
が
あ
る

▼
平
日
の
日
中
に
開
催
す
る
会
議

に
出
席
で
き
る
（
年
5
回
程
度
）

▼
国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
ま

た
は
常
勤
の
公
務
員
で
は
な
い

▼
応
募
期
間	

6
月
14
日（
木
）ま
で

▼
応
募
方
法	

所
定
の
応
募
用
紙

（
左
記
窓
口
で
受
け
取
る
か
町
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、

郵
送
・
E
メ
ー
ル
ま
た
は
直
接
左

記
に
提
出
す
る
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おしらせ

■
ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り

●
ス
テ
ー
ジ
式
典
部
会
か
ら
出
演
者

募
集

❶
ま
い
・
あ
み
・
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
オ
ー

デ
ィ
シ
ョ
ン

▼
内
容	

ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り
の

P
R
や
町
の
観
光
事
業
な
ど
に

協
力
し
て
く
れ
る
明
る
く
元
気

な
ア
ン
バ
サ
ダ
ー
（
大
使
）
3
人

を
選
び
ま
す
。
ス
テ
ー
ジ
上
で

自
己
P
R
な
ど
を
し
て
い
た
だ

き
ま
す

▼
対
象 

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
・

在
学
で
18
歳
以
上
の
人
（
男
女
お

よ
び
既
婚
・
未
婚
は
不
問
）

▼
賞
品 

大
使
3
人
に
商
品
、
参
加

者
全
員
に
参
加
賞

▼
募
集
人
数 

20
人
程
度

❷
ジ
ュ
ニ
ア
フ
ェ
ス

▼
内
容 

中
学
生
以
下
の
子
ど
も
に

よ
る
ス
テ
ー
ジ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

▼
対
象 

町
内
在
住
ま
た
は
町
内
の

保
育
所
・
幼
稚
園
・
小
中
学
校
に
通

学
し
て
い
る
子
ど
も

▼
賞
品 

参
加
者
全
員
に
参
加
賞

▼
そ
の
他 

申
込
多
数
の
場
合
、
抽

選
の
場
合
あ
り

❸
ア
ミ
ュ
ー
ズ
フ
ェ
ス

▼
内
容 

高
校
生
以
上
に
よ
る
ス
テ

ー
ジ
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

▼
対
象 

町
内
在
住
ま
た
は
在
勤
・

在
学
で
高
校
生
以
上
の
人

▼
賞
品 

参
加
者
全
員
に
参
加
賞

▼
そ
の
他 

申
込
多
数
の
場
合
、
抽

選
の
場
合
あ
り
。
ス
テ
ー
ジ
運
行

上
、
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
な
ど
は
不
可

▼
申
込
方
法  

❶
～
❸
に
つ
い
て

は
、
6
月
29
日（
金
）ま
で
に
、
電

話
ま
た
は
直
接
左
記
に
申
し
込
む

●
ス
テ
ー
ジ
式
典
部
会
か
ら
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
募
集

▼
日
時 

8
月
3
日
（
金
）
～
6
日

（
月
）　

※
時
間
は
応
相
談
、
一
部

で
も
可

▼
内
容 

ス
テ
ー
ジ
の
準
備
・
ス
テ

ー
ジ
進
行
の
手
伝
い

▼
申
込
方
法  

7
月
20
日（
金
）ま
で

に
、
電
話
ま
た
は
直
接
左
記
に
申

し
込
む

●
広
報
協
賛
金
部
会
か
ら
模
擬
店
募
集

▼
対
象 
商
工
会
員
・
協
力
団
体
で
、

2
日
間
通
し
て
出
店
で
き
る
団
体

▼
募
集
人
数 
30
組（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
方
法 

6
月
18
日（
月
）～
22

日（
金
）ま
で
に
、
直
接
左
記
に
申

し
込
む

●
パ
レ
ー
ド
神
輿
部
会
か
ら
参
加
団

体
募
集

❶
子
ど
も
神
輿　

子
ど
も
会
・
育
成

会
の
神
輿
に
よ
る
練
り
歩
き

❷
大
人
神
輿　

神
輿
・
山
車
団
体
に

よ
る
練
り
歩
き

❸
音
楽
パ
レ
ー
ド　

鼓
笛
隊
・
金
管
バ

ン
ド
な
ど
に
よ
る
音
楽
パ
レ
ー
ド

❹
よ
さ
こ
い
ソ
ー
ラ
ン　

総
踊
り
あ

り
。
各
団
体
に
よ
る
よ
さ
こ
い
踊
り

❺
盆
踊
り　

阿
見
音
頭
・
新
阿
見
音
頭

▼
申
込
方
法 

❶
～
❺
に
つ
い
て

は
、
6
月
15
日（
金
）ま
で
に
、
電

話
ま
た
は
直
接
左
記
に
申
し
込
む

●
問
合
せ	

ま
い
・
あ
み
・
ま
つ
り
実

行
委
員
会
事
務
局
☎
8
8
8
ー

1
1
1
1
（
1
7
3
）　

※
土
・
日
・

祝
日
を
除
く
午
前
10
時
～
午
後
4

時
30
分

■
『
大
好
き
い
ば
ら
き
就
職

面
接
会
（
前
期
）』
開
催

大
学
院
・
大
学
・
短
大
・
専
修
学
校

等
（
高
校
は
除
く
）
の
平
成
25
年
3

月
卒
業
予
定
者
お
よ
び
未
就
職
既
卒

者
を
対
象
に
、
就
職
面
接
会
を
開
催

し
ま
す
。

県
内
企
業
約
1
2
0
社
の
企
業
説

明
や
面
接
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
に
も
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
期
日 

▼
水
戸
：
6
月
20
日（
水
）

▼
土
浦
：
6
月
26
日（
火
）

▼
時
間 

▼
受
付
：
午
前
10
時
30
分

か
ら
▼
プ
レ
セ
ミ
ナ
ー
：
11
時
～

11
時
45
分
（
希
望
者
の
み
）▼
面

接
：
午
後
1
時
～
4
時

▼
場
所 

▼
水
戸
：
ホ
テ
ル
レ
イ
ク

ビ
ュ
ー
水
戸
（
水
戸
市
宮
町
）▼

土
浦
：
ホ
テ
ル
マ
ロ
ウ
ド
筑
波（
土

浦
市
城
北
町
）

▼
持
参
品 

履
歴
書
（
複
数
）

▼
そ
の
他 

事
前
申
込
不
要
、
参
加

無
料

▼
問
合
せ	

県
労
働
政
策
課
☎

0
2
9
ー

3
0
1
ー

3
6
4
5

▼
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
：http://w

w
w

.
pref.ibaraki.jp/bukyoku/
syoukou/rosei/h24daisuki/
index.htm

l

■
町
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら

●
『
介
護
者
交
流
会
』
参
加
者
募
集

在
宅
で
高
齢
者
な
ど
を
介
護
し
て

い
る
人
を
対
象
に
、
交
流
会
を
実
施

し
ま
す
。

▼
期
日	

6
月
20
日（
水
）

▼
時
間	

午
前
10
時
30
分
総
合
保
健

福
祉
会
館
出
発

▼
行
き
先	

前
川
あ
や
め
園
（
潮
来

市
）　

※
雨
天
時
は
行
程
変
更
あ
り

▼
内
容	

あ
や
め
祭
り
見
学
と
園
内

散
策

▼
募
集
人
数	

20
人（
定
員
で
締
切
）

▼
申
込
期
間	

6
月
15
日（
金
）ま
で

▼
申
込
方
法	

電
話
ま
た
は
直
接
左

記
に
申
し
込
む

▼
そ
の
他	

昼
食
代
は
自
己
負
担

●
町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
会『
講
習
・

発
表
会
』
開
催

町
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
会
で
は
、

加
入
サ
ー
ク
ル
の
活
動
発
表
と
講
習

会
を
行
い
ま
す
。

来
て
・
見
て
・
体
験
し
て
、
あ
な
た

の
生
活
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
！

▼
期
日	

6
月
30
日（
土
）

▼
時
間	

午
前
10
時
～
午
後
2
時

▼
場
所	

総
合
保
健
福
祉
会
館
『
さ

わ
や
か
セ
ン
タ
ー
』
2
階
大
会
議

室
・
講
座
室
ほ
か

▼
内
容	

各
サ
ー
ク
ル
の
発
表
お
よ

び
展
示
（
手
話
・
朗
読
・
呈て

い

茶ち
ゃ

・
生

け
花
展
示
・
踊
り
・
幸
せ
の
お
手
玉

作
り
・
E
M
ぼ
か
し
・
米
の
と
ぎ
汁

発
酵
液
作
り
体
験
ー
な
ど
）

●
問
合
せ	

町
社
会
福
祉
協
議
会
☎

8
8
7
ー

0
0
8
4

〈広告欄〉
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消防本部調べ
出場件数 18件（－ 3）

※救急車の適正な利用をお願
いします

軽　　傷 	14 人（－ 2)
中　　傷 2人（－ 6)
重　　傷 0人（－ 1)
死　　亡 0人（± 0)
合　　計 	16 人（－ 9)

交通事故発生状況　4 月（前月比）

『広報あみ』は、毎月第 2・4（12 月は第 3）金曜日発行です。下記公
共施設等にも備えてありますので、ご利用ください。
▼公共施設：役場 1階正面玄関・ロビー、役場 2階秘書課、うずら出張
所、総合保健福祉会館『さわやかセンター』、中央・かすみ・君原の各
公民館、本郷・舟島の各ふれあいセンター、予科練平和記念館、町
民活動センター

▼その他の施設：阿見・中央一・阿見原・青宿・実穀・君原の各郵便局、常陽
銀行阿見・荒川沖東の各支店、筑波銀行阿見・荒川本郷の各支店、水戸
信用金庫阿見支店、茨城県信用組合阿見支店

●公共機関電話番号●
こまったときは
●定例相談●

人権相談／行政相談
日　　時 ❶ 6 月 1日（金）❷ 7 月 5日（木）

午前 10時～午後 3時
場　　所 役場 3階 305 会議室
問い合わせ 総務課☎ 888ー1111（216）

子育て相談
電話・来所相談 月～金曜日 午前 9時～午後 4時
場　　所 中郷保育所内
訪問相談 随時受付
問い合わせ 地域子育て支援センター

☎ 891ー2772

教育相談
日　　時 火～金曜日 午前 9時～午後 3時
場　　所 図書館となり
問い合わせ 教育相談センター☎ 888ー1225

心配ごと相談
日　　時 水曜日 午後 1時～ 4時
弁護士相談 月1回午後1時～3時30分（毎週

水曜日の心配ごと相談で要予約）
場　　所 総合保健福祉会館相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084

結婚相談
日　　時 第 2・第 4土曜日 午後 1時～ 4時
場　　所 総合保健福祉会館相談室
問い合わせ 町社会福祉協議会☎ 887ー0084

高齢者総合相談
日　　時 月～金曜日

午前 8時 30分～午後 5時 15分
場　　所 町社会福祉協議会内
問い合わせ  町地域包括支援センター

☎ 887ー8124

消費者相談
日　　時 月～金曜日

午前9時～正午、午後1時～ 4時
場　　所 役場 1階町消費生活センタ－
問い合わせ	 町消費生活センタ－☎ 888ー1871

交通事故相談
日　　時 月～金曜日

午前 9 時～正午、午後 1 時～ 4
時 45分

弁護士相談 水曜日　午後 1時～ 4時［要予約］
場　　所 県土浦合同庁舎
問い合わせ 県南地方交通事故相談所

☎ 823ー1123

役場	
☎ 888ー1111
うずら出張所	
☎ 841ー1167
健康づくり課	
☎ 888ー2940
障害福祉課	
☎ 888ー2943
水道課	
☎ 889ー5151
下水道課	
☎ 829ー5500
霞クリーンセンター	
☎ 889ー0091
消防本部	
☎ 887ー0119
火災情報案内	
☎ 887ー2600

中央公民館	
☎ 888ー2526
君原公民館	
☎ 889ー1363
かすみ公民館	
☎ 888ー8111
本郷ふれあいセンター	
☎ 830ー5100
舟島ふれあいセンター	
☎ 840ー2761
図書館	
☎ 887ー6331
学校給食センター	
☎ 887ー1430
地域子育て支援センター	
☎ 891ー2772
福祉センターまほろば	
☎ 887ー3969

総合運動公園	
☎ 889ー2788
教育相談センター	
☎ 888ー1225
町民活動センター	
☎ 888ー2051
消費生活センター	
☎ 888ー1871
社会福祉協議会	
☎ 887ー0084
シルバー人材センター	
☎ 888ー2036
うしくあみ斎場	
☎ 830ー9888
町民ダイヤル（休日
当番医・定例相談等の
テレホンサービス）
☎ 887ー6600

●人口と世帯●
●総人口 47,673 人 ( − 21）
●男　性 23,683 人 ( − 10）
●女　性 23,990 人 ( − 11）
●世帯数 18,243 世帯 ( ＋ 20）

▽ 5月 1 日現在
▽常住人口ベース
▽（　）内は前月比
▽総 務 課 調 べ

6 月の納税等
町県民税（1期）
国民健康保険税（2期）
介護保険料（2期）
納期限 7 月 2 日（月）

7 月の納税等
固定資産税（2期）
後期高齢者医療保険料（1期）
納期限 7 月 31 日（火）

※納期限後に納付される場合、納付までの日数により延滞金がかかります
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